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共通番号反対の闘いを前進させよう

政
府・民主党政権は、「共通番号【国民

背番号・マイナンバー】と「共通ＩＣ

（ＩＤ）カード」【国民登録証】構想

の実現をめざしている。このための「番号法案

（仮称）」を、２０１１年秋の臨時国会へ提出

するとしていた。だが、野田政権は、法案提出

を２０１２年の通常国会に先送りした。

１０兆５千億円程度の震災復興財源確保のた

めの臨時増税を柱とする復興増税法と平成２３

年度修正税制改正法が成立した。後者は、３．

１１東日本大震災で遅れていた平成２３年度税

制改正にうち積み残しになっていた法人実効税

率の引下げや中小法人の軽減税率の引下げ、そ

れに「国税通則法改悪案」などを盛り込んだ内

容。通則法改正にいたっては、当初案に盛られ

ていた「国民の権利利益の保護を図りつつ」の

文言挿入や納税者権利憲章の制定等を見送り骨

抜きにしたばかりか、納税者の義務だけを拡大

する「超改悪」の内容。まさに、納税者の権利

を尊重したうえで税務行政をすすめようという

世界の動きに逆行するもので、わが国の〝納税

環境破壊〟につながる代物である。

安住増税相のような、財務省の助言に安住す

る〝税の素人〟を責任者にたて、財務省の言い

なりの野田増税政権。海外で「消費税１０％引

上げ」をぶち上げ「国際公約」とまで言い切

り、舞い上がった。国民にはまったく説明責任

を尽くそうとしない。〝音なしの構え〟で、逃

げきろうとする。ＴＰＰについても同様で、

「密室政治」そのものだ。

野田政権は、来年度（平成２４年度）の「税

制改正大綱」とあわせて、「消費税増税準備法

案」の骨格を固める方針のようだ。早ければ２

０１３年に消費税の税率を２～３％引き上げ

る、さらに２０１５年に１０％にする方向であ

る。

２０１２年の通常国会には「共通番号法案」

も出てくる。過去に４度も住基ネット廃止法案

を出し、消費税増税に反対、納税者権利憲章を

制定する等々を旗がしらにさっそうとして登場

したのが民主党ではなかったのか。ところが、

どこで変節したのか、今の民主政権は、官僚の

言いなりで、納税者の権利とか、人権とか、ま

ったく通用しない政党になり下がった。「選挙

マニフェスト」は、いまや〝紙切れ〟同然であ

る。

野田棟梁は、松下政経塾出身。この塾の創始

者、〝無税国家論者〟の故松下幸之助は、この

御仁をどう評価するのであろうか。

「税高くして、民
たみ

（民主？）亡ぶ」。

２０１２年は、超監視国家構想実現に向けた共

通番号制導入反対への闘いの年になる。今年も

厚いご支援をお願いしたい。
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石村耕治（PIJ代表）

番号法案は２０１２年通常国会へ先送り

超監視国家につながる共通番号制
はいらない

◎　はじめに

政府・民主党政権は、国民全員に①新たな「共

通番号」【国民背番号・マイナンバー】を割り振

り、②「共通ＩＣ（ＩＤ）カード」【国民登録

証】を持たせ、税、年金、病歴などの個人情報

（プライバシー）を国家が一元的に管理する仕組

みの導入を一気に進めようとしている。このため

の「番号法案（仮称）」を、この秋の臨時国会へ

提出するとしていた。だが、野田政権は、法案提

出を２０１２年の通常国会に先送りした。

政府・民主党政権は、全国民の税と社会保障な

どに関するあらゆる情報を各人の背番号（共通番

号・マスターキー）で一元的に管理できれば、税

逃れを防ぎ、きめ細かな社会保障給付が可能にな

るという。確かに利便がありそうだが、「国家に

よる全国民の個人情報の一元的管理」は、自由な

社会、個人の人格権を保障する憲法に違反しない

のか、大きな疑問符もついてまわる。すでに、住

民基本台帳ネットワーク（住基ネット）導入で、

国民には住民票コードが振られ、住基カードもあ

る。これらに、新たな共通番号と共通ＩＣ（Ｉ

Ｄ）カードという２つのツールが加わることにな

る。私たち国民をこんなに何重にも背番号をつけて

監視して「民が主役」の政治といえるのだろうか。

「共通番号」は、一般に公開の目に見える形で

使うことになっている。一方で、番号のみでの本

人確認、つまり、本人が記憶している背番号（マ

イナンバー）の告知のみで本人確認を禁止され

る。このことから、各人は、官民のさまざまな機

関でサービスを受ける際に、自分の背番号（マイ

ナンバー）、顔写真などが記された共通ＩＣ（Ｉ

Ｄ）カードを相手方に提示して使うように求めら

れることになるのではないか。

この結果、共通番号等を記した共通ＩＣ（Ｉ

Ｄ）カードを提示しないと、行政サービスを受け

られなくなる。仕事に就くことや、銀行の窓口で

口座を開くことができなくなる。税の天引徴収が

からむ場合には相手方に共通番号の告知が必要だ

からである。同じように、共通番号が記載された

共通ＩＣ（ＩＤ）カードあるいは診察券がない

と、クリニックでの保険治療も受けられなくな

る。この結果、共通ＩＣ（ＩＤ）カードは、常に

持ち歩かないといけなくなる。実質的に「国内パ

スポート（inner passport）」、「現代版電子通行

手形」と化すのは必至だ。

より深刻なのは、このように納税や雇用、医療

や金融などのサービスを受ける際に提示したマス

ターキーである共通番号が外部に垂れ流しになっ

た場合である。マスターキーを手に入れた者は、

各所から芋づる式にその人の個人情報を手に入れ

られる可能性も高まる。一方、番号を使われた人

は、成りすまし犯罪や、本人の知らないところで

自分の個人情報が乱用され、甚大な被害にあうお

それがある。共通番号を使った一元管理は、利便

性一辺倒では考えられない危険がいっぱいの構想

だ。

１　共通番号導入工程と番号制度の骨子

政府は、２０１１年１月３１日に、「社会保

障・税に関わる番号制度についての基本方針」

（以下「共通番号基本方針」）を決定し、国民一

人ひとりに唯一無二の背番号（共通番号）を振

り、それを表面に記載した共通ＩＣ（ＩＤ）カー

ドを持たせることを正式決定した。その後、２０

１１年４月２８日には「社会保障・税番号要綱」

（以下「共通番号要綱」という。）、さらに６月

３０日には、次のような骨子の「社会保障・税番

号大綱」（以下「共通番号大綱」という。）を発

表した。

「番号法案（仮称）」は、この秋の臨時国会へ

提出することになっていたが、野田政権は、法案

提出を２０１２年の通常国会に先送りした。
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２　全国民の個人情報の公有化の仕組み

民主党政権がイメージしているのは、住基ネッ

トを基盤にしながらも、一般に公開して使わない

住民票コードとは別途の〝官民にまたがり、か

つ、多分野で共用する〟一般に公開して使う「共

通番号」（マスターキー）の導入である。つま

り、共通番号という新たなツールを使って、公的

年金・病歴・介護・雇用保険のような社会保障や

納税など多様な分野の国民・住民の幅広い個人情

報（プライバシー）を、行政や民間の多様なデー

タベースに分散し集約管理するナショナルデータ

ベース（ＤＢ）の構築を狙っている。共通番号

は、各種データベースに入るマスターキーの役割

を果たす。

（１）情報連携

共通番号大綱では、複数の機関において、それ

ぞれの機関が使っている共通番号（現在年金番

号、介護保険番号等が付番され共通番号へ移行す

る）やそれ以外の番号で管理している各種データ

バース（ＤＢ）にある各個人の情報をリンケージ

（紐付け）し、情報を相互に活用する「情報連

携」（中継データベース）の仕組みを設けること

になっている【大綱１３頁、４２頁】。すなわ

ち、「情報連携」基盤とは、「各種行政データベ

ース（ＤＢ）管理個人情報共同利用溝」あるいは

「共同利用センター」のようなものだ。

このように、政府の構想では、行政機関は、各

人のマスターキーを使って、データベース（Ｄ

Ｂ）を構築し、広範な個人情報を串刺しの形で収

集・保存することになる。また、各人の個人情報

は情報連携に加わっている行政機関内でデータマ

ッチング、コンピュータマッチングができる。さ

らに、共通番号を納税や社会保障などの分野で使

うとなると、企業や取引先、病院など民間機関

も、顧客のマスターキーを使ってデータベース

（ＤＢ）を構築し、広範な個人情報を串刺しの形

で収集・保存することになる。共通番号大綱で

は、利用の範囲を、一応「法律およびその政省

令」で規制をかけるとする【大綱４２頁】。だ

が、実質は、役人が政省令に一筆加えれば、その

範囲は自由自在になる。

この結果、政府は、公権力行使の一環として各

人のマスターキーを使えば、さまざまな行政分野

のデータベース（ＤＢ）、さらには民間機関のＤ

Ｂに格納された広範な国民情報に芋づる式にアク

・２０１２年通常国会へ「番号法案（仮称）」および関

連法案を提出。法案成立後、個人情報保護のために第

三者機関を設置し、業務を開始

・２０１５年６月：個人に「共通番号」、法人等に「法

人番号」を交付

・２０１６年１月以降：順次、番号を利用開始

・共通番号は、まず年金、医療、福祉、介護、労働保険

の社会保障分野と国と自治体の税務、防災福祉分野で

利用する。

・将来はその他の行政サービスにも対象範囲を広げる。

・付番は、①国民一人ひとりに一つの番号が付与されて

いること（悉皆性）、②全員が唯一無二の番号を持っ

ていること（唯一無二性）③「民―民―官」の関係で

利用可能なこと、④目で見て確認できる番号であるこ

と（可視性）、⑤最新の基本４情報が関連付けられて

いること、の５つの特性を併せ持つ番号を使用する。

・出生時に個人に割り当てる番号は住民基本台帳ネット

ワーク（住基ネット）を利用した新たな番号とする。

住基ネットとは別途の新たな共通番号生成機関を創設

し、自治体を通じて交付する。番号の通知を受けた者

は変更を請求できる。不当な目的で番号の告知は禁止

する。虚偽の番号の告知は禁止する。所管は総務省と

する。

・災害時等を除き、番号のみで本人確認をしてはならな

い。

・正当な理由なしに、本人確認等義務、告知義務、告知

要求制限、虚偽告知禁止に違反した場合には処罰される。

・行政機関、自治体、関係機関の職員等や番号取扱事業

者やその従業者等は、番号にかかる個人情報について

守秘義務を負う。また、これ以外の者は、業として番

号を使ったデータベース等を作成してはならない。さ

らに、番号取扱事業者やその従業者等は、業務上知り

得た番号を不当な目的で利用、記録、保管してはなら

ない。

・個人の番号は、共通ＩＣ（ＩＤ）カードの券面等に記

載し、可視化（見える化）公開し、見える番号を取引

の相手方に提示して使う方向で検討する。ただし、本

来の目的を離れ、みだりに公開・流通することのない

ように検討する。

・中長期の在留者や特別永住者ら居住外国人も対象とす

る。

・法人や法人税の納税義務を負う任意団体（市民団体な

ど）には、国税庁が「法人番号」を付与する。法人番

号は、広く一般に流通させ、官民を問わず幅広く利活

用する。簡単に番号検索・閲覧等ができるようにす　

る。

・本人確認には、券面等に番号を見える形で記載した共

通ＩＣ（ＩＤ）カードを用い、年金手帳、医療保険証、　

介護保険証の機能を一元化する方向で検討する。

《共通番号・共通ＩＣ（ＩＤ）カード制度のあらまし》

【図表１】　共通番号の導入工程と制度の骨子

《共通番号導入工程》
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セス、さらにはデータマッチングできることにな

る。具体的なイメージとしては、複数の行政機関

による番号付き国民情報の自由な相互利用、官公

署等への協力要請（例えば、所得税法２３５条）

の電子化、さまざまな調査、国勢調査の電子化・

自動化等々が自由自在にできる可能性がでてくる。

行政が保有する個人情報の流通を効率化すると

なると、逆に、憲法で保障された国民・納税者の

プライバシー、自己情報決定権、自己情報コント

ロール権をどう確保するのか、重い課題にある。

この点について、共通番号大綱では、システム

のセキュリティを考え、共通番号を直接使わない

情報連携をするとしている【大綱１６頁】。共通

番号を使わず、住民票コードから生成した「連携

用ソース番号（source PIN）」と「連携用分野別

番号（ssPIN１、ssPIN２、ssPIN３・・・）」を使う

としている。すなわち、情報連携には、後述のオ

ーストリアの採るセクトラル方式をまねてシステ

ムをイメージしている。わが国の住民票コードは

一般に公開して使う番号でないという意味からす

れば、ある種の秘匿番号である。したがって、わ

ざわざ各人の住民票コードから秘匿の「連携用ソ

ース番号（source PIN）」を生成し、次に①年

金、②医療、③介護、④福祉、⑤労働保険の社会

保障分野と⑥国税・地方税の税務分野、⑦その他

（自治体・災害対応）など「連携用分野別番号

（ssPINs）」を生成する面倒な手続を介在する必

要があるのかすこぶる疑問である。

こうした国民にフレンドリーでない複雑な仕組

みや手続を使って情報連携を間違いなく運用でき

るかどうかについても大きな疑問符が付く。さら

に、国民に見えにくく（透明性を欠く）ブラック

ボックス化した仕組みでは、逆に、一層データ監

視社会に仕える監視ツールになってしまう。その

一方では、国民には一般に公開したかたちの共通

番号を使わせ、目的外利用などには厳罰で臨むと

脅しをかける。論理矛盾を起こしている。

情報連携には、医療情報のように、分野によっ

ては民間の任意番号や個人データが関係してくる

場合もあることへの配慮と思われるが、逆にいた

ずらに情報連携のシステムを複雑にしている。頭

でっかちの技術屋が机上でアイディアするのは自

由である。このようなフレンドリーでない情報連

携の仕組みをつくるのは、ＩＴ利権にはつながる

かもしれないが、国民のコスト負担をしっかり考

えるべきである。

仮に、このセクトラル方式の付番の運営が可能

であるとすると、ふつうの常識のある人なら、

「共通番号」を導入する必要がないのがわかるは

ずだ。つまり、〔図表３〕（次頁）のように、既存

の住民票コードをそのまま秘匿のソース番号

（source PIN）とし、①年金、②医療、③介護、

④福祉、⑤労働保険の社会保障分野と⑥国税・地

方税の税務分野、⑦その他（自治体・災害対応）

で利用する分野別番号（ssPIN１、ssPIN２、ssPIN

３・・・）を生成して、それらを一般に公開して

使えば、それで足りるはずだ。言い換えると、新

たな共通番号の導入は、要らない。まさに、ムダ

なＩＴ投資・公共事業であることがわかる。

（２）マイ・ポータル（ポータルサイト）

今政府・民主党政権が練っているのは、国家が

各人の共通番号（マスターキー）を使って全国民

の幅広い個人情報を串刺しにして収集し行政情報

として分散集約管理する（個人情報の公有化）構

想だ。この構想は、まさに「共通番号で我われ国

〔図表２〕住基ネットをベースとした共通番号付き共通ＩＣ（ＩＤ）カード制のイメージ

住基ネット
【日本人＋在留外国人】

共通番号生成機関
（付番機関）

＜行政ＤＢ保有個人情報の共同利用溝＞

本人確認４情報、住民票コードから生成された連

携用番号、　　　　　　　　　　基礎年金番号（共通番号）

険者番号（共通番号） 介護被保険者番号（共通

納税者番

その他民間の既存番号等々。 国税庁ＤＢ

特別永住者番号（共通番号）
在留外国人ＤＢ

医療ＤＢ

介護ＤＢ

年金ＤＢ
各

種

民

間

の

Ｄ

Ｂ

、

、

マイ・ポ－タル

共通ＩＣ（ＩＤ）カード
日 本 直 子
マイナンバー

市区町村（交付機関）

医療被保

番号）、 、

号（共通番号）、

情 報 連 携 基 盤
【中継データベース・ＤＢ】
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家があなたの個人情報を公的に収集・管理するか

ら信頼しろ、それに、国民ＩＤカードを提示すれ

ば我われ国家が管理するあなたの情報は見せてや

るから安心しろ」と説いているようなものである。

こうした考え方を取り入れて構想されているの

が「ポータルサイト」、共通番号大綱でいう「マ

イ・ポータル」である【大綱４５頁以下】。

「マイ・ポータル」、すなわち、マイナンバー

（私の背番号）と暗証番号とを使って、①番号で

各機関に分散集約管理された自己情報にどこの機

関がアクセスしたか（アクセス・ログ【記録】の

チェック、②電子申請、③行政機関から本人への

お知らせする仕組みである。この仕組みは、〔図表

３〕からもわかるように、「情報連携」（中継デー

タベース）、すなわち、各行政機関が保有する各種

データベース（ＤＢ）で分散管理している個人情

報の共同利用溝に附置されることになっている。

マイ・ポータルへのアクセス（ログイン）に

は、マイナンバー（私の背番号）が記載されたＩ

Ｃカードが必要とされている【大綱４５頁】。つ

まり、共通ＩＣ（ＩＤ）カードの取得は強制とは

書いていないものの、取得していない者は、事実

上、マイ・ポータルへのアクセス権を保障されな

いことになる。逆に、仮に共通ＩＣ（ＩＤ）カー

ドを取得していたとしても、自宅のパソコンなど

から容易にマイ・ポータルにアクセスできるとな

ると、成りすましのターゲットとなるのは必至であ

る【大綱９頁】。

データ・セキュリテ

ィの甘さが目立つ。

元財務省官僚で

この共通番号付き

共通ＩＣ（ＩＤ）

カード制の推進者

の一人である古川

元久衆議院議員

は、これを、国民

に開かれた電子政

府・行政の電子

化、ワン・ストッ

プ・サービスの仕

組みだという（日

経新聞２０１０年

５月２０日朝刊参

照）。

だが、このよう

に、国民の広範な

個人情報を公有化・国家管理に移し〝一種の行政

情報〟扱いし、自己情報のコントロール権を行使

したい者は、公権力が指定した共通ＩＣ（ＩＤ）

カードを所持せよとの政策は、成りすまし犯罪に

直結するなど国民のプライバシー権の保護面で難

しい問題を提起している。ポータルサイトはつく

ってはいけない。

３　問われる〝見える化〟した共通番号の

「納税者番号」転用

納税者番号（納番）制度には、大きく、①個人

や事業者などすべての納税者に課税庁が付番する

方式と、②個人には共通番号、事業者などには課

税庁が付番する方式がある。わが国の場合、後者

②の方式をとる方向である。

住基ネットで使われている住民票コードは、原

則として〝住民本人と行政機関のみが知りうるよ

うな性格の番号〟として運用されてきている。

「納税者番号」について、多くの国々で採用す

る方式は、原則として、〝納税者本人と課税庁の

みが知りうるような性格の番号〟である。つま

り、わが国の現行の〝納税者整理番号〟のような

ものである。

これに対して、政府が導入しようとしている個

人用の「納番」は、〝納税者整理番号〟を想定し

ていない。共通番号を納番に転用するとしてい

〔図表３〕秘匿の住民票コード（Source PIN）を使った公開の分野別限定番号
（ssPINs）の生成・付番のイメージ

住民票コード

住基ネット

各人の

付
番
機
関
・
情
報
連
携
基
盤

（ S o u r c e  P I N）

《公開の分野別番号（ s s P I N s）》

共通番号 個人データ年金

共通番号 個人データ医療

共通番号 個人データ税

共通番号 個人データ地方

任意番号 個人データ民間

【秘匿の番号コード】

監視機関

住民票コード

不要

s s P I N 1 s s P I N 1

s s P I N 2 s s P I N 2

s s P I N 3 s s P I N 3

s s P I N 4 s s P I N 4

s s P I N 5 s s P I N 5
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る。つまり、給与の支払や銀行口座の開設をはじ

めとしたさまざまな民間取引にも使える汎用の納

番の導入である。課税庁などが税務調査や名寄

せ・データ照合に、各人の納番＝共通番号を頻繁

に使うことを想定している。

共通番号の導入は、その使い方次第では、個人

情報や番号情報漏えいのリスクと隣り合わせの社

会をつくることになる。とりわけ、共通番号を納

番（所得把握）に使うことは、共通番号を可視的

な番号、つまり公開して〝目に見える形〟で使わ

ざるを得ず、提示した番号あるいは番号付個人情

報が筒抜けになる危うさをはらむ。また、ネット

取引全盛の今日、ネット空間にマスターキー（納

番＝共通番号）付情報が垂れ流しになるのも必至

である。

住基カードの成りすまし申請や取得・濫用が散

見される。だが、住民票コードがなりすまし犯罪

に使われた事例は報告されていない。これは、住

民票コードが、原則として〝住民本人と行政機関

だけが知ることのできる性格の番号〟だからであ

る。「納番」についても、多くの国々で採用する

方式は、〝納税者本人と課税庁だけが知ることの

できる性格の番号〟である。つまり、番号を公開

して使っておらず、わが国の税務署が付番する現

行の〝納税者整理番号〟と同じものだ。したがっ

て、仮に納番が要るとしても、新たな共通番号で

はなく、現在ある納税者整理番号を整備し納税者

の所轄税務署が変わっても番号が変わらないよう

にするか（セパレート方式）、あるいは、〔図表

３〕で示した住民票コードで紐付けした税務分野

専用の番号を生成・発行し、それを個人用の納税

者番号として使うことにすれば（セクトラル方

式）、それで足りる。この方が、共通番号を個人

の納番に転用するよりは、情報セキュリティ上も

格段に安全である。

共通番号大綱では、刑事罰を科して「共通番号

に関わる個人情報」を保護するとしている【大綱

３６頁以下】。つまり、「厳罰」主義で臨もうと

いう姿勢だ。一見もっとものようにも見える。し

かし、「厳罰」主義では、かつてのヤミ米規制の

ようにザル規制となるか、逆に企業や税理士など

がちょっとしたミスで「厳罰」に処されかねな

い。税理士は有期刑で資格がはく奪される。会社

の経理や総務は、誤って共通番号を漏らすと犯罪

者扱いされる。これでは、怖すぎて他人の番号に

はさわれない。共通番号や厳罰主義ではなく、

「システム（分野別番号）で安全」を確保すべき

である。完全に方向性を見誤っている。

見える納番を導入して、所得把握格差、つまり

クロヨン（九六四）状態、を是正すべきだという

考えも根強い。だが、納番で所得把握には限界が

ある。これは、政府自身が、「平成２２年度税制

改正大綱」の中で、「一般の消費者を顧客として

いる小売業等に係る売上げ（事業所得）や、グロ

ーバル化が進展する中で海外資産や取引に関する

情報の把握などには一定の限界があり、番号制度

も万能薬ではない」と認めている。番号大綱でも

同じ指摘をしている【大綱１９頁】。

例えば、所得把握の悪いとされる多くの農家

は、農業だけでは生活できないのが現実で、所得

どころか満足な収入すらない。高所得者は税理士

などを雇ってしっかり節税できる。となると、結

局、納番の標的は、〝もともと裸〟と自嘲しがち

な「会社員」となる。配偶者のパート収入が１０

３万円の限界を超えていないかとか、家族のくら

しに権力が手を突っ込んで家計が〝丸裸〟にされ

る社会がやってくる。

４　全員が「国内パスポート」を持たされる

国家へ

共通ＩＣ（ＩＤ）カード【国民登録証】導入に

ついては、国民を煙に巻くためか、番号大綱で

は、任意取得をにおわせている。しかし、他方

で、番号のみでの本人確認、つまり、本人が記憶

している背番号（マイナンバー）の告知のみでの

本人確認を禁止している【大綱３５頁】。現実に

〔図表４〕番号を知ることのできる者の範囲からみた納番の種類

（１）原則として、本人と関係行政機関だけが知ること
のできる性格の番号

民（本人） 官

番 号 課 税 庁

（納税申告書に番号を記載）

（２）本人と関係行政機関以外の第三者も容易に知るこ
とができる性格の番号

官

番号 課 税 庁

企業・取引先など

民

（本人の納税申告書に番号を記載）

取引の相手方

（番号の提示）
（法定調書に

番号を記載）

（名寄せ・照合）

民（本人）
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は共通ＩＣ（ＩＤ）カードなしでは、行政サービ

スなどが受けづらい仕組みを想定している。

こうした不都合を解消する意味もかねて、券面

に各人の共通番号、基本４情報及び顔写真が記載

され、共通番号をＩＣチップに記録し、現行の住

基カードを改良した上で国民に交付し、公的個人

認証サービスに使えるものを考えているとしてい

る。【大綱１４頁】いわゆる、国民全員に「国内

パスポート（inner passport）」を強制交付するこ

とを提案している。

５　グローバルな視点から共通番号大綱を検

証する

政府の共通番号構想には、さまざまな問題が横

たわっているが、グル―バルな視点から検証して

みたい。グローバルにみると、番号制モデルは、

大きく次の３つに分けられる【要綱５頁】。

政府の共通番号基本方針では、「アメリカ型の

共通番号」、つまり行政分野や民間で幅広く利用

する方式（フラット・モデル）の導入を目指している。

政府にとっては、共通番号を使って国民情報

（プライバシー）を収集し、官民のさまざまなデ

ータベース（ＤＢ）に分散して集約管理するの

は、効率的・合理的に見えるかも知れない。だ

が、不心得者は、何としてでも他人の共通番号を

入手して、官民さまざまなＤＢに分散管理された

その人の多様なプライバシー（個人情報）を芋づ

る式に手に入れよう、あるいは、その人に成りす

まして不法行為をしようとするに違いない。

こうした不心得者が急増し、結果として、不心

得者の追跡やその後始末に、国民サイドでのプラ

イバシーを守る（個人情報保護）コストは途方も

ない額に達しよう。フラット・モデル共通番号で

ある社会保障番号（ＳＳＮ）を導入するアメリ

カ、さらにスウェーデンなどでは共通番号が濫用

され、「なりすまし犯罪者天国」化し、対応に苦

慮している。

わが国においても、共通番号を導入し公開（見

える化）して国民に使わせれば、成りすまし犯罪

者が闊歩する社会になるおそれが極めて強い。国

民・納税者側のプライバシーを護るコストは膨大

になるはずだ。政府は、共通番号の乱用を監視す

る第三者機関の設置など抽象的に個人情報の保護

には触れるものの、他国での番号濫用の実態には

まったく触れていない。意図的に回避している。

ドイツでは、行政分野共通の番号を採用せず、複

数の分野別限定番号を採用し、国民の自己情報決

定権の保護を優先している。すなわち、分野別に

異なる番号を限定利用する「セパレート・モデ

ル」を採る。

この背景には、連邦憲法裁判所が下した、１９

８３年の国勢調査に汎用の共通番号を利用するこ

とは違憲となる可能性がある旨の示唆を含んだ判

決（BverfGE６５, １, Urteil v.１５.１２.１９８３）

およびこの判決に基づいた汎用の共通番号の導入

は連邦基本法（連邦憲法）上ゆるされないとする

連邦議会の見解がある。

オーストリアでは分野別番号制、いわゆる「セ

クトラル・モデル」を採用している。このモデル

は、秘匿の汎用番号（source PIN）から第三者機

関を介在させて分野別限定番号（ssPIN１, ssPIN２,

ssPIN３・・・）を生成・付番し、各分野で利用す

る方式である。個人情報の横断的なリンケージに

歯止めをかけることにより、個々人のトータルな

個人情報を国家がマスターキー（共通番号）を使

って直接掌握できないようにして、プライバシー

を保護しようとするものである。鳩山政権時の

「番号に関する原口５原則」（２０１０年４月５

日）では、データベース相互間の横断的なリンケ

ージ（接合）にハードル（壁）を設けるねらいか

らセクトラル・モデルの採用を示唆する。

すでにふれたように、共通番号大綱では、情報

連携基盤やこれに附置するポータルサイト（マ

イ・ポータル）に、一部このオーストリア方式を

採用するとしている【大綱４２頁～４７頁】。し

かし、情報連携のみにセクトラル方式を使うの

は、コストパフォーマンスなどを織り込んで考え

ると、賛成できない。カネ喰い虫で、使い勝手の

悪い電子認証を使った電子納税申告システムと同

じで、必ず桎梏になるはずだ。

６　イギリスでは、人権を蝕む「国民ＩＤカ

ード制」廃止に

〔図表５〕　番号制モデル（方式）の分類

①　セパレート・モデル（方式）：分野別に異なる番号を限定

利用する方式〔例、ドイツ〕

②　セクトラル・モデル（方式）：秘匿の汎用番号から第三者

機関を介在させて分野別限定番号を生成・付番し、各分野

で利用する方式〔例、オーストリア〕

③　フラット・モデル（方式）：一般に公開（見える化）され

たかたちで共通番号を官民幅広い分野へ汎用する方式

〔例、アメリカ、スウェーデン、韓国〕
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イギリスでは、前労働党政権が、２００８年か

ら、「国民ＩＤ〔番号〕カード制（National ID

Card）」を実施した。各人に背番号を付けＩＣ仕

様のＩＤカードを発行するとともに、指紋や目の

虹彩などの生体情報を含む広範な個人情報を全国

民や外国人に提出させ、国家がデータ監視する仕

組みが稼働した。野党や人権団体が「国家が国民

を〝データレイプ〟するのを公認することに繋が

る監視ツールは要らない」と大反対したのにも拘

わらず、である。

その後、事態は一変した。２０１０年５月に誕

生した新（保守党・自民党連立）政権が、「国家

が必要以上に国民の個人情報を収集しない方針」

を打ち出したからである。そして、前労働党政権

下で導入した「国民ＩＤカード制」を「恒常的に

国民の人権を踏みにじる制度である」として、廃

止することにした。

新政権は、２０１０年５月２６日に「国民ＩＤ

カード廃止法案」を議会下院に提出した。同法案

は、２０１０年１２月２１日に議会を通過した。

同日、女王の裁可を得て直ちに発効した。法案上

程後発行が停止されていた国民ＩＤカード制は、

データベース（ＤＢ）の廃棄や第三者機関の廃止

を含め全廃の手続に入った。

この廃止法は、かつてわが国の民主党が政権に

就く前に幾度か国会に提出した改正住民基本台帳

法廃止法案（いわゆる「住基ネット廃止法案」）

に匹敵する。ところが、わが民主党政権は、変節

し、イギリスが廃止したのに匹敵する人権侵害ツー

ルを、２０１６年に稼働させようというのである。

７　共通番号導入の旗振り役

民主党は、野党時代に４度も住基ネット廃止法

案を国会に提出している。だが、その後大きく変

節した。この背景には、河村たかし元衆議院議員

（現名古屋市長）など住基ネット導入反対を主導

していた勢力の後退がある。言い換えると、反対

勢力が台頭していた時期にはなりを潜めていた大

手ＩＴ企業が多く加盟する連合（労組）出身で背

番号導入賛成論者の峰崎直樹元議員らの台頭があ

る。民主党の支持基盤である連合傘下のＩＴ関連

労組などは産業利権に結び付くことから、監視ツ

ール導入に意欲的であり、今の民主党政権での導

入に積極的な流れにつながっている。

ダム建設のような大型公共事業は期待できず、

原発の新設なども先行き不透明である。そこで、

国は、産官学で、共通番号や共通ＩＣ（ＩＤ）カ

ード制のような「国民監視ツール」を、新幹線、

ｉ－モードなどに次ぐ、新たな〝国際商品〟に育

てようという魂胆であろう。たが、こうした産官

学ですすめられる「国策」は、実は、グローバル

な〝人権侵害〟にもつながりかねない要因を含ん

でいることを自覚すべきである。

悲しいことに、民主党政権から誰一人、この危

うい構想に対し、憲法論・人権論の視角から異を

唱えないのである。多くの国会議員はこの問題の本

質が分かっていない。あるいは、分かっていても、

多くは無関心を装い沈黙しているようにも見え

る。

マスメディアも、ＩＴ産業利権擁護の立場から

共通番号付き共通ＩＣ（ＩＤ）カード制構想に大

賛成の「日経新聞」に加え、住基ネットには消極

姿勢であったが変節しこの構想へ賛成の立場を鮮

明にした「朝日新聞」（２０１１年２月２５日社

説）や「毎日新聞」（２０１１年２月８日社説）

などの大新聞も、役所に取り込まれ、構想実現に

向けて旗振り役のような記事を書く、あるいは反

対意見をほとんど掲載しない姿勢を貫いている。

東大の長谷部泰男氏のような憲法学者などまでも

がこの違憲の国民監視ツール作りに積極的に参加

しており、常軌を失っている。太平洋戦争へ向け

たかつての翼賛体制にも似た様相である。

野田政権は、憲法に抵触する共通番号制導入の

ようなムダ遣いには熱心な一方、雇用を拡大し経

済成長を促し税収を上げる戦略はまったく視界不

良である。だんまり戦術、まったくの密室政治

で、重要課題について国民と真摯に話し合おうと

いう姿勢はまったくない。財務省の僕のようなこ

の政権は、勝手に「国際公約？」したとかで消費

税増税に突っ走るような反動的な政権である。

「政権公約（マニフェスト）」は紙切れ同然だ。

この国では「政権交代しても役人が変わらな

い」。こうした国のかたちを続ける限り、私たち

国民は、〝運転指令室にいる役人の指示にしたが

い政権が運転する列車「絶望号」のなかを尻を叩

かれ走らされているようなもの〟だ。

８　大震災には役立つのか

大震災後、政府は「背番号（マイナンバー）制

度が大震災に役立つ」とＰＲし出した。

共通番号大綱では、本人確認は、「著しく異常

かつ激甚な非常災害への対応等特別の理由がある
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場合」には、背番号のみでもよいとしている【大

綱３５頁】。すなわち、災害時の被災者の本人確

認は自分の４基本情報（氏名・住所・生年月日・

性別）＋背番号（マイナンバー）の告知だけでよ

いとしている。さらに、自治体が本人の同意を得

て顔写真データベースをつくってはどうかと示唆

する【大綱８頁】。この共通番号大綱の考え方

は、見方をかえると、「顔写真入り背番号付きの

共通ＩＣ（ＩＤ）カード」を〝国内パスポートと

して常に持ち歩くのが常識〟あるいは〝マイナン

バー（私の背番号）を憶えていない人は非国民〟

ということを基本としている。

しかし、共通ＩＣ（ＩＤ）カードがなければ事

実上官民サービスが受けられないデータ監視社会

においては、国民にカードを持たない場合の〝選

別〟、〝差別〟される怖さをうえつけられるため

に、津波や火災など一刻を争う避難の際にカード

を取りに家に戻るなど、逆に被害が拡大するおそ

れがある。まさに、「○○さんは、死んでも共通

ＩＣ（ＩＤ）カードを離しませんでした」の時代

の到来である。

ちなみに、アメリカでは、激甚災害時に、連邦

緊急事態管理庁（ＦＥＭＡ）が被災者にした不適

切な支払の多くは、共通番号（社会保障番号／Ｓ

ＳＮ）を使った不正、成りすましが原因になって

いる。

◎ むすび

～「共通番号、厳罰」ではなく、「シス

テムの工夫」を

民主党政権は、共通番号と共通ＩＣ（ＩＤ）カ

ードを使って国民一人ひとりの生活を生涯にわた

り隅々まで監視することで、社会保障と税の負担

の公平を実現できると妄想する。しかし、この構

想は、イギリスの作家ジョージ・オーウェルが、

１９４８年に、『１９８４年（Nineteen Eighty-

Four）』に描いた、政府が国民の一挙手一投足を

監視する全体主義国家像、監視国家を想起させ

る。未曾有の監視国家につながり、国民の〝国畜

化〟につながる。

共通番号制や共通ＩＣ（ＩＤ）カード制の導入

については、行政の効率性や利便性を優先し、濫

用を監視する第三者機関を創り一定のプライバシ

ー保護措置を講じればゆるされるとの主張（情報

セキュリティ論）もある。財務省のいいなりの民

主政権の余りに拙速・強引な進め方に、無力感が

漂うなか、在野団体の中にはこうした主張に呼応

し、妥協しようとする空気も見られる。だが、行

政の効率性や利便性は、国民の人権が確実に保障

されることを前提に精査されなければならない。

矮小化はゆるされない。各国民の人格を串刺しに

してトータルにデータ監視につなげる共通番号制

や共通ＩＣ（ＩＤ）カード制は、国民の人権を侵

害する危険性が高く、行政の効率性や利便性を織

り込んで精査して見ても、憲法上導入がゆるされ

る監視ツールではない。

わが国はある意味で「番号社会」である。無数

の分野別の限定目的利用の番号が存在する。公的

年金、医療・介護、雇用保険、納税等と分野別に

異なる番号を限定利用する方式（セパレート・モ

デル）は「非効率」との意見もある。しかし、こ

の最低限の「非効率」こそが、国民の自由権を護

る砦となる。しかも、その是非はともかく、わが

国ではすでに住基ネットがあり、各限定番号は実

質的に紐付け・リンケージ可能である。新たな共

通番号の導入は不要である。

あるいは、前記〔図表３〕でふれたように、オ

ーストリアのセクトラル・モデルをもじって、既

存の住民票コードをそのまま秘匿のソース番号

（source PIN）とし、分野別番号（ssPIN１、ssPIN

２、ssPIN３・・・）を紐付け生成して、それらを

一般に公開して使えば、それで足りるはずだ。

アメリカやスウェーデンに見られるように、フ

ラット・モデルの共通番号は濫用や成りしまし犯

罪の多発につながるのは必至だ。そこで、共通番

号大綱では「厳罰」主義で臨もうと言う姿勢だ

【大綱５０頁】。しかし、これでは、番号実務の

現場では、ちょっとしたミスでも犯罪者にされか

ねず、怖すぎて他人の番号にはさわれない。「共

通番号でも厳罰で安全」は机上の空論で、完全に

方向性を見誤っている。「システムで安全」つま

り「分野別番号で安全」を確保すべきである。国

民に最もストレスの少ない仕組みを志向すべきだ。

国や自治体は、今や産業利権を擁護しムダな大

規模ＩＴ投資・公共事業（公共工事）に血税を注

ぐ時代ではない。ましてや、こんな国民監視ツール

の構築・運用に巨額の血税を投じてはいけない。

将来に「負の遺産」を残さないため、憲法１３

条〔個人の尊重〕や２２条〔移動の自由等〕に違

反する疑いが濃く、スーパー電子監視国家につな

がる共通番号制【国民総背番号制】や共通ＩＣ

（ＩＤ）カード制【国民皆登録証携行制】は絶対

に要らない。
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◆　歯車が逆方向にまわり出した

（我妻）２０１１年１月の通常国会に上程された

国税通則法改正法案（以下「当初案」）は、石村

代表が〝名ばかり納税者権利憲章〟とやゆしたよ

うに、ひどい内容でした。３.１１東日本大震災で

一歩踏みとどまったかに見えました。ところが、

１０月に入って３党合意で修正され、「復興増税

大綱」に盛られ、急に〝Ｇｏサイン〟が出まし

た。１１月からはじまった臨時国会に出された

「平成２３年修正税制改正法案」に盛られ、成立

した「修正国税通則法改正法」（以下「修正案」

国税通則法「改悪」は〝納税環境破壊〟だ

石村耕治

我妻憲利

（PIJ代表）
（PIJ事務局長）

《 対 論 》

～マニフェストで公約した納税者権利憲章は何処に？

世
界の名だたる国々では租税手続改革を

実施し、納税者権利憲章を公にして、

納税者の権利を尊重する税務行政にお

おきく舵を切っています。民主党政権も、こう

した世界の趨勢に遅れまいとして、選挙マニフ

ェストで納税者権利憲章制定を打ち出しまし

た。

わが国の課税庁は強力な権限を有しているの

にもかかわらず、納税者はそれに対峙できる十

分な権利が保障されていないわけです。こうし

た状況を改善するために、国税通則法を改正し

納税者に手続的権利を制度的に保障するととも

に、その内容を納税者にわかりやすく説明する

ために「納税者権利憲章」、「納税者権利保障

法」、「納税者権利宣言」など（以下「納税者

権利憲章」）を制定・発布しようというのが民

主党の方針でした。

ところが、「租税手続改革」が、いつの間に

か「納税環境整備」という方向にシフトし、役

所主導でつくられた当初の国税通則法改正法案

（当初案）は、課税庁の権限強化、納税者の義

務強化一色の内容になっていました。それで

も、当初案には、納税者権利憲章を制定する方

針は堅持されていました。

当初案は、平成２３年同税制改正法案に盛り

込まれ、２０１１年１月に始まった通常国会に

上程されました。しかし、３.１１東日本大震災
の影響で審議がストップし、６月に、日切れ法

案の延長などを延長する内容の法案と、それ以

外の法案に２分割され、前者のみが成立しまし

た。

その後、残りの改正については、民主党・自

民党・公明党の三党で協議が行われ、修正のう

え合意にいたりました。修正点は、１０月１１

日に「復興増税大綱」（正式には、「東日本大

震災からの復興のための事業及びＢ型肝炎対策

の財源等に係る税制改正大綱」）に盛り込まれ

公表されました。

この協議でまとまった修正国税通則法改正法

案（修正案／修正法）は、一言でいえば、ほと

んど課税庁の権限強化と納税者の受忍義務強化

を軸にした「超改悪」の内容です。一方、民主

党が先の衆議院選挙マニフェストで公約した納

税者権利憲章の制定は、当初案に盛られていた

「国民の権利利益の保護を図りつつ」の文言挿

入とともに、全面的に見送られました。

その後、復興増税大綱に盛られた改正項目

は、「復興増税法案」（正式名称は「震災復興

財源確保のための税制措置法案」）と「平成２

３年修正税制改正法案」（正式名称「２３年度

税制改正法案から分離継続審議とされていた法

案の修正法案」）などに分けられ、１１月に始

まった臨時国会に上程されました。そして、修

正国税通則法改正法案は、平成２３年修正税制

改正法の一部として成立しました。

石村耕治PIJ代表と我妻利憲PIJ事務局長に、
修正法に盛られた「改悪」内容について議論を

いただきました。

（CNNニューズ編集局）
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または「修正法」）は、もっと後退した内容のも

のになりました。

（石村）仰せのとおりです。当初案に盛られてい

た「国民の権利利益の保護を図りつつ」の文言挿

入や納税者権利憲章の制定等は見送りとされ、す

っかり〝納税者の権利利益の保護〟の部分は削ぎ

落され、〝納税者の義務強化一辺倒〟の内容とな

りました。

（我妻）いまや、歯車が完全に逆の方向へまわり

出した感じですね。

（石村）私は、早くから租税手続改革、納税者権

利憲章について勉強してきました。かなり、先駆

的に〝納税者権利憲章〟つくりに尽力してきたつ

もりです。

（我妻）石村代表は、誰もあまり注目していない時

代に、『先進諸国の納税者権利憲章〔第２版〕』

（中央経済社）を出版して、啓もう活動をしてき

ていますからね。

（石村）仰せのとおりです。政権交代、民主党政

権の誕生、同党の選挙マニフェストで〝納税者権

利憲章の制定〟を謳いましたから、一つの動きを

感じていましたが・・・。

（我妻）いまや〝納税者権利憲章の制定〟など、

なかったかのような感じで、民主党の選挙マニフ

ェストは、いまや紙くず同然ですね。

（石村）野田政権になってとくにひどくなりました

ね。財務省の手先のような政権です。この政権が

１１月の臨時国会に出してきた「修正国税通則法

改正法案／修正案」は、納税者の受忍義務の強化

策だけ、私も唖然としています。民間の税務専門

家の方々は、もっと唖然とする内容かと思いま

す。

（我妻）修正案は、民主党と、自公の３党合意と

いうのですから、〝同じ穴のむじな〟です。これ

では、何回政権交代をしても、先が見えないとい

うことでしょうか？

（石村）アメリカでは、政権が交代するとハイラ

ンクの官僚は総入替えになります。オバマ政権に

交代したときには、３,０００人以上が、新たに政

治任用（ポリティカル・アポイントメント）で入

れ代りました。

（我妻）ところが、わが国では、政権交代があっ

ても役人の顔ぶれは旧態のままです。政治主導は

ムリということでしょうか。

（石村）政治主導はムリというより、要するに、

この国には本当に〝政治主導〟できる政治家はい

ないんでしょうね。国内では〝密室政治〟で議論

を避け、財務相と一緒に外国へ出掛けて行って勝

手に〝消費税１０％増税〟を国際公約してくる政

治感覚？は、なかなか理解できないですね。ご両

人とも、財務省の操り人形のように振る舞い安全

運転に徹しているだけなんでしょうけど・・・。

（我妻）ともかく、参院は野党が多数を握ってい

るから、政権与党は、何が何でも「合意」にこぎ

つけるのが第一ですからね。

（石村）財務省筋が「納税者権利憲章はどうかと

思うよ」などと自民あたりにささやくと、当然、

合意を優先させる与党は課税庁が嫌がる租税手続

改革とか納税者権利憲章の制定とかの部分を引っ

込めるから潰れる。それで、３党合意ですから、

課税権限強化一色の通則法改悪につながっていっ

たのではないかと思います。

本来、財務省が嫌がる納税者権利立法のような

法律を役所立法（閣法）でつくろうとすること自

体が問題なわけです。議員立法でないと難しいん

です。

（我妻）しかし、サラリーマン議員だらけで、議

員立法をする〝人材〟もいないのではないかと思

います。

（石村）確かに、その点は同感です。しかし、２

００１年頃に、「税務行政における国民の権利利

益の保護に資するための国税通則法の一部を改正

する法律案」を民主党議員（河村たかし議員）ら

とつくった経験がありますから。

今般の国税通則法改正案／当初案づくりでは、

この議員立法の影響も大きかったのではないか、

と思います。

◆　課税権限強化だけの「国税通則法改悪

法」の中身

（我妻）課税庁の権限強化一辺倒の「修正国税通

則法改正法案／修正案」を簡潔に紹介してくださ

い。

（石村）読者の便宜も考え、「修正国税通則法改

正法／修正法」の修正点と施行期日、さらには改

正項目とコメントを加えて、図説すると、おおよ

そ次のとおりです。

《「修正国税通則法改正法」の修正点と施行期日》

１ 「税務調査手続」については、（１）現行の運用上の取扱を法律上明確化するものは実施する。一方、（２）
現行の運用上の取扱を超えて手続を「新たに追加」するものは先送りする。
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２ 「更正の請求期間の延長等」については原案通りとする。

３ 「理由附記等」については原案通りとする。

４ 「納税者権利憲章の策定等」は見送りとする。

５ 「施行時期」については、原則として、平成２４年１月１日から平成２５年１月１日に変更する。

ただし、２「更正の請求期間の延長等」は、平成２３年４月１日からに改正法の施行日に変更する。

また、３「理由附記等」のうち、現在記帳義務が課せられていない白色申告者に対する理由附記については、　　

記帳義務化と併せて、平成２５年１月１日から平成２６年１月１日に変更する。

《「修正国税通則法改正法」の改正項目とコメント》

主要項目 個　別　項　目 骨　子

（１） 現行の運用上の取扱を「法律上明確化」するもの

①　帳簿書類等の提示・提出 罰則付きで帳簿書類等の提示・提出を求めることができる

《コメント》質問検査権の範囲を拡大し、課税庁が「帳簿書類その他の物件（その写しを含む。）」（以下

「帳簿書類等」）の「質問」「検査」に加え、新たに「提示」および「提出」を、罰則（１年以下の懲役また

は５０万円以下の罰金）付きで、納税者に求めることができる旨を規定することは、課税庁の権限を著しく

強化する一方で、納税者の負担を著しく増加させかつ納税者の権利を弱体化させることは明らかです。

帳簿書類等の「提示」および「提出」の受忍義務の新設により、例えば、交際費のうち、交際費課税の対

象外にあたる飲食費を「提示」するように求められた場合で、その提示が不十分とされたときに、課税庁は

その分を否認することが想定されます。

一方、「提出」については、例えば調査時に、支店にある資料を本店に提出するように求め、その際にか

かる人件費、運搬費、機密保持費用等の負担を納税者側に強いることなども想定されます。

このように、新たに納税者に「提出」を義務付けることは、税務職員がその権限を行使すればできること

を、納税者の「提出」義務に置き替えて、調査事務の負担を納税者に転嫁することにつながることも想定さ

れます。

帳簿書類等の「提出」でもっと問題になるのは、例えば申告書の「提出」といった場合、提出したとたん

に提出物の占有が相手方（課税庁）に移ってしまうことです。

とりわけ、今回の改正では、後記するように、提出された書類等を「留め置く」権限を定めています。し

たがって、「提出」を求める権限とその求めに応じて提出された書類等を「留め置く」権限は一体化して捉

える必要があります。相乗的に納税者の心理的負担を増加させ、納税者の権利状況を一層悪化させるおそれ

が強いわけです。

いずれにしろ、「提示」や「提出」といった不確定な言葉（概念）を使って納税者の受忍義務の拡大をは

かることは、憲法が定める租税法律主義（８４条）の内在的な要請である課税要件明確主義に反することは

もとより、納税者の手続的な権利保護の面からみても重大な問題をはらんでいます。

１
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査
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続
②　提出した帳簿書類等の留め置き

提出要求に応じて提出した帳簿書類等は、調査に必要あると

きには、これを留め置くことができる。

《コメント》「留め置く」とは、一般的には物を占有することを意味します。とりわけ、公的機関が留置

く場合には「領置
りょうち

」といいます。提出した帳簿書類等は、提出した瞬間に提出物の占有が相手方（課税庁）

に移ってしまうわけです。納税者は提出した帳簿・書類等を実力で取り戻すことはできません。今回は、こ

うした課税庁が「留め置き」する権限をさらに強化するために明文で規定しました。

課税実務では、例えば、課税庁は、納税者が、提出した申告書の控えを紛失し、正本のコピーを欲しいと

いっても、〝見せてやるから書き写せ〟という不誠実な対応です。（これこそ、まさに「納税者権利憲章」

が必要な理由でしょう。）今回の改正では、領置の権限を規定するのみで、納税者が提出し課税庁が留め置

いた帳簿書類等について、課税庁の開示義務、安全保管義務および返還義務などについてはまったくふれて

いないわけです。

課税庁が納税者に「提出」を求め、持ち帰った帳簿書類をいつまでも「留め置き」返還してくれなければ

納税者の営業に多大な影響を及ぼすわけです。

この点について、国税不服審判所の例では、「裁決したときには、すみやかに〔中略〕提出要求に応じて

提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。」（現国税通則法１０３条）旨を

明定しています。

仮に、課税処分のための税務調査に関して「留め置き」を明文化することを是とするにしても、課税庁の

返還義務等を明文で定めないと偏頗的な（一方にかたよった）立法といえます。

また、「留め置く」ことのできる旨を定めることは、課税処分のための税務調査に査察（犯則調査／国税
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犯則取締法上の脱税調査）の手法を持ち込むことにもつながりかねません。さらに、弁護士、医師、宗教者

などの職業上の守秘義務／秘密漏示（刑法１３４条１項・２項）に抵触するおそれが強くなります。

東京国税局が作成した「現況調査の心得七か条」の第６条に、「書類等の借用は、やむをえない場合など、

必要最小限にする」の記述があるように、課税処分のための税務調査においては、通常、書類の借用（領置）

を前提としていないわけです。また、国税犯則取締法に基づくいわゆる査察における任意調査においても、

質問・検査のほか「領置」が認められているのは、犯則事件の立証のためであり、しかも任意提出の物件に

対して及ぶものです。

このように、「留め置く」ことのできる旨を定めることは、課税庁の著しい権限強化であり、納税者の受

忍義務が一方的に強化されることにつながるわけです。

１
　
税

務

調

査

手

続

③　修正申告の勧奨 修正申告を勧奨することができる。

《コメント》修正申告は、ごく一部の例外（相続税法３１条２項など）を除けば、納税者が任意に行うこ

とになっています。課税庁に、修正申告（や期限後申告）の勧奨
かんしょう

・慫慂
しょうよう

ができる権限を認める旨を定めるこ

とは、早く調査を終わらせたいという納税者に心理的圧力をかけ、結果的には納税者の争訟権〔つまり不服

申立権、ひいては裁判を受ける権利（憲法３２条）〕を奪うことにもつながります。なぜならば、修正申告

の勧奨・慫慂に応じるということは、納税者が非を認めることにつながり、その事案について争えなくなる

からです。

修正申告の勧奨・慫慂は、状況によっては、公務員の職権濫用罪（刑法１９３条）が成立するとの見解も

あります。公務員の職権濫用罪は、公務員としての身分がある者が、その職権を利用して相手方に義務のな

いことを強要した場合に成立するからです。

また、修正申告の慫慂が職権濫用罪に当たるとされた場合には、その職務の執行については公務執行妨害

罪（刑法９５条１項）の保護の対象にもなりません。

④　調査終了時の手続

《コメント》更正決定をすべきと認められない場合には、現

在も、いわゆる〝是認通知書〟を出しているので、書面で調

査が終了した旨を通知するのは当り前の手続です。

（ａ）非違〔法令等に背くこと〕がないときには、その旨

（終了通知書）を交付する

（ｂ）非違があるときには、文書による調査結果通知を交付

しない。実地調査における非違内容・金額を口頭で説明す

る。

《コメント》調査の結果、納税者の誤りがあると認められる

場合には、その旨を文書で指摘すべきです。口頭での説明だ

けでは、納税者が自己の案件を熟慮するに十分な証拠資料が

得られず、かつ、あいまいなまま修正申告を慫慂されること

にもなりかねません。

⑤　調査の事前通知
文書による事前通知をしないが、口頭による通知をする。例

外規定は法制化する。

《コメント》当初案では〝原則として被調査者に文書による事前通知する〟としていましたが、修正案で

は文書による事前通知をしないが、口頭による通知をすることにしました。しかも例外（無予告調査）は法

律で定めるとしました。これでは、〝例外が原則〟になるおそれも強く、納税者の手続的権利の保障にはつ

ながりません。

また、事前通知の内容として「調査の目的」を記載することになっていましたが、「調査の目的」ではな

く「調査の理由」の開示を課税庁に義務付けなければ、納税者が税務調査の必要性、合理性を判断できない

わけです。「調査の理由」の開示がないと、適法な質問検査権の行使であるかどうか、言い換えると、検査

拒否や不答弁が処罰の対象となるかのどうかを納税者が的確に判断することはできません。これでは、〝仏

つくって魂入れず〟の如しで、事前通知を制度化する意味がありません。

（２） 現行の運用上の取扱を超えて手続を「新たに追加」するもの （先送り）

①　調査の事前通知
事前通知（口頭）に加えて、その旨の「書面」交付対象者に

「調書提出者」、「反面先」を追加する。

②　調査終了時の手続

非違があるときには、実地調査における非違内容・金額を記

載した書面を交付する。修正申告書の提出または更正・決定

等があったときには、調査が終了して旨を書面で通知する。

①　更正の請求
現行１年を５年に延長する（ただし、偽りによる請求には罰

則あり。）

《コメント》更正の請求（納税者からの税額の減額請求）の期間を１年としていたのは余りにも短すぎまし
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た。５年に延長したとはいうものの、納税者からの更正の請求に基づき課税庁が再調査の結果、「偽り」が

あった（更正の請求を申し立てた事実がなかった）と認められれば罰則がかされます。いわば「更正の請求

の仕組みを罰則で脅し付きとする見直し」です。

このように、納税者が更正の請求書を故意に提出したと認められた場合に対する処罰規定を設けることは、

新たに未遂犯〔ある行為の実行に着手し、これを遂げられなかったのにもかかわらず、その行為の著しい危

険性を考え、放置しておくことができない場合に犯罪として処罰の対象とする（刑法４３条本文）〕を創設

するに等しいわけです。これでは恐ろしくて、納税者は更正の請求に躊躇するはずです。

修正申告の慫慂の権限の明確化に加え、処罰規定の新設とリンクさせた形での更正の請求の期間の延長は、

更正の請求について納税者に著しい委縮効果をもたらします。これまで認められてきた納税者の権利の著し

い弱体化につながることは明らかです。

２
　
更

正

の
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②　税額更正 現行３年を５年に延長する。

《コメント》増額更正の３年の期間制限は、シャウプ勧告以来維持されてきたものです。納税者の更正の

請求期間の延長にあわせて、税額更正（課税庁による税額の増加）期間を３年から５年に延ばすことは、憲

法に定める租税法律主義の内在的な要請である納税者の法的安定性の保障を弱体化させるだけで、その根拠

は定かではありません。単なる課税庁の権限の強化にほかなりません。

③　税務調査の期間 現行３年を５年に延長する。

《コメント》納税者の更正の請求期間の延長にあわせて税務調査期間を３年から５年に延ばすというが、

これは、憲法に定める租税法律主義の内在的な要請である納税者の法的安定性の保障を弱体化させることで、

課税庁の権限強化をはかることにほかなりません。

①　更正処分等の場合の理由附記 原則としてすべての更正処分等に理由を附記する。

《コメント》原則としてすべての更正処分等の理由附記（現行は青色申告の場合にのみ理由附記）するの

は当然です。もっとも、課税庁は、税務調査終了後に更正処分を行わず、修正申告を勧奨・慫慂しているの

が税務現場での実情です。

しかも、今回の改正では、課税庁に、修正申告の勧奨・慫慂ができるとする権限を明文で付与することか

ら、〝更正処分等の理由附記〟が絵に描いた餅と化すおそれが強いわけです。３
　
理

由

附

記

等

②　白色申告者の更正処分等にかかる理由

附記

すべての白色事業者に記帳義務を課したうえで更正処分等の場合

の理由を附記すること（現行は理由附記不要）を実施する。

《コメント》所得額３００万円以下の白色申告者は零細事業者です。こうした事業者に記帳義務を課すこ

とは事務面や費用面で過大な負担になります。こうした過大な負担は、額に汗して働き懸命に事業を維持し

ている零細納税者の営業権や生存権に大きな脅威になるおそれが強いわけです。

帳簿のない相続税の場合、さらには青色申告制度がない消費税の場合にも、更正処分等には理由が附記さ

れるわけです。このことを勘案すると、零細な白色申告者に対する更正処分等の場合に、記帳書類等の保存

等の程度とリンクさせることなく、その理由を附記することで問題がないはずです。

また、行政手続法１４条１項〔不利益処分の理由の提示〕は、不利益処分をする場合には、緊急の場合を

除き、処分庁は必ず理由を提示するように求めています。このような理由提示（理由の附記）は、処分理由

を知らせて名宛人に不服申立ての便宜を与えることに意義があります。こうした手続法制を勘案すると、

〝理由附記〟を〝記帳書類等の保存等の程度〟とリンクさせる絶対的な必要性はないわけです。

４
　
納
税
者
権
利
憲
章
の
制
定
等

①　納税者権利憲章の制定
納税者権利憲章は、権利だけ

でなく義務も含め行政文書と

して制定する。

当 初 案 見 送 り

見送り。平成２３年度改正で

は策定しない。

②　国税通則法１条〔目的〕規定の改正

１条に「国税に関する国民の

権利利益の保護をはかりつ

つ」の文言を挿入する。

見送り。平成２３年度改正で

は策定しない。

③　国税通則法の名称変更

「国税に係る共通的な手続並

びに納税者の権利及び義務に

関する法律」に名称変更す

る。

見送り。名称は現行のままと

する。

◆　「提示」、「提出」、」「留め置き」、

「修正申告の勧奨」が猛威をふるう

（我妻）「修正国税通則法改正法／修正法」のア

ウトラインを図説くださりありがとうございま

す。問題点がよく分かりました。無予告調査の法

制化、加えて今回は先送りとなった調査事前通知
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書の内容として「調査の理由」ではなく、「調査

の目的」を記載することの問題点、実質的には行

政指導に過ぎなかった修正申告／期限後申告勧奨

（慫慂）権限の法制化、更正の請求の仕組みを罰

則で脅し付きとする見直しなど多岐にわたりま

す。これらの修正点については問題点も含めおお

かた、前記の図説で明確になりました。

これら修正点のうち、とりわけ私たち実務家が

依頼者を護る場合に特に問題になるのは、税務調

査・質問検査における「提示」、「提出」、「留

め置き」、「修正申告の勧奨」ではないか、と思

います。したがって、これらに焦点を絞って今一

度点検することにしたいと思います。

（石村）修正法のもととも言える修正点を盛り込

んだ「復興増税大綱」（もちろん、その後の修正

案／修正法）では、「税務調査手続」について

は、「（１）現行の運用上の取扱を法律上明確化

するものは実施する」としています。

（我妻）つまり、「提示」、「提出」、「留め置

き」、「修正申告の勧奨」などは、これまでの税

務実務で行われてきたので、これを法律で課税庁

の権限として明確にするということですね。

（石村）仰せのとおりです。裏返すと、これら課

税庁の権限に応じる義務（受忍義務）が納税者側

に生じるということです。

◆　問われる「勧奨／慫慂」の法制化

（石村）もっとも、〝現行の運用上の取扱を明確

化する立法措置〟には、個別的に見ていくと、さ

まざまな問題があります。

例えば、今般の修正法では、「修正申告の勧

奨／慫慂」を課税庁の権限として法定するとして

います。しかし、本来、「勧奨／慫慂」に応じる

か応じないかは納税者のまったくの自由意思で決

められるはずです。そうでないとすると〝強要〟

になります。

〝慫慂〟と〝強要〟のボーダーをいかに確定す

るかは重い課題です。行き過ぎた慫慂は公務員の

職権濫用罪（刑法１９３条）にあたると考えられ

ます。

そもそも、こんな合法か違法かすれすれの取扱を

法律で明確化すること自体が問題だと思います。

（我妻）確かに、「現行の運用上の取扱を法律上

明確化する」とはいうものの、個々の取扱を精査

すると、大きな問題がありますね。そもそも、現

行の運用上の取扱として税界で認知されているか

どうかすこぶる疑問な取扱もありますから・・・。

◆　「提示」、「提出」、「留め置き」の相

関関係

（我妻）「提示」、「提出」、「留め置き」につ

いては、それぞれを個別的にとらえるのではなく、

一体としてとらえる必要があると思いますが。

（石村）同感です。いわゆる〝課税処分のための

税務調査〟においては、課税庁に帳簿書類その他

の物件（以下「帳簿書類等」）の「検査」を行う

権限を付与しています。課税庁職員が帳簿書類等

の検査を行う場合には、当然納税者に対して任意

に帳簿書類等の「提示」を求める必要が出てきま

す。

（１）「提示」をめぐる問題点

（我妻）「提示」については、例えば、消費税の

実務では、帳簿及び請求書等の「保存」義務の範

囲に「提示」義務を含むのかどうかが問題になっ

ていますが・・・。

（石村）「保存」に「提示」を含むと見るのは拡

張解釈ではないかという考え方があります。一方

では、「保存」には「提示」も当然に含むとする

考え方もあります。

今回の改正は、前者の解釈を否定し、新たに

「提示」を課税庁の税務調査手続上の権限として

明定すれば、問題が解決するという税務当局の姿

勢を反映したものといえます。

（我妻）「提示」義務の法定化を求めた税務当局

の意図はわかります。しかし、「提示」義務が独

り歩きする危険性はないのでしょうか？

（石村）そうですね。私自身は、新たに「提示」

義務規定を設けることには賛成できませんが、仮

に、「提示」を法的に義務付けるというならば、

こうした権限が強権的にならないように適用要件

を絞ることで歯止め策を講じる必要があると思い

ます。今の〝財務省御用達の政権〟に、そうした

歯止め策を期待するのは難しいかも知れません

が・・・。

（我妻）調査官の態度が横柄で、帳簿書類等は整

っているのだけれど、その場では提示せず、争訟

段階で、いわゆる「後出し」するというケースが

考えられます。こういうケースでは、どういった

歯止め策が考えられますか？

（石村）まず、納税者が、調査官の態度が横柄で

「後出し」で対応せざるを得ないことが生じない
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ように対策を講じる必要があります。このために

は、課税庁職員が違反すれば懲戒の対象にもなる

〝納税者サービス・スタンダード〟を含む「納税

者権利憲章」を制定する必要があります。

それから、現在でも、提示に協力しない場合に

は、仕入税額控除否認とか、推計で課税売上高を

算出するとかの手法を使えるわけです。

（我妻）なるほど。今回、民主政権は「納税者権

利憲章」制定をすっぽかしてしまいましたが、こ

う見ると、憲章を制定することの意味は重いんで

すね。

それに、確かに、現在でも、提示に協力しない

場合には、仕入税額控除否認とか、推計課税とか

の手法を使えるわけですから「提示」権限を法定

する必要があるかどうか疑問ですね。

とりわけ、歯止めを明確にしないアバウトなか

たちで一方的に「提示」権限を法定したり、受忍

義務の拡大を法定するのは大きな問題ですね。

（石村）このままでは、アバウトなかたちで認め

られた「提示」権限は、歯止めが効かなくなるお

それもあります。それに、合理的な理由がないの

にもかかわらず、課税庁からの「提示」、「提

出」の場合も同じですけど、要求に応じない場合

には、納税者が罰則規定（１年以下の懲役または

５０万円以下の罰金）で処罰される危険もありま

すから。

（２）問われる「提出」権限の法的統制

（我妻）次に、今般の修正法では「提出」権限が

法制化されました。この権限の法制化によって、

今後、課税庁が、さまざまな場面で、調査事務の

負担を納税者に転嫁するために「提出」権限を濫

用する可能性は高いですね。

契約書を持ってきてください。何月～何月まで

のＥメールのデータを改ざんしないでネットで送

達してください等々・・・。

（石村）この点については、本来、「提出」要件

等を明確にして法律で〝縛り〟をかける必要があ

るわけです。税界は、こうした要求をする必要が

あったわけです。しかし、課税庁の〝お手伝いさ

ん〟のスタンスに安住している税理士会の姿を見

ますと、「納税者の権利保護」のために〝物言

い〟をするように望むのは難しいような気もしま

す。

（我妻）まあ、税理士会もそんなに捨てたもので

はないとはありませんが・・・。

（石村）そう願います（笑い）。ともかく、最高

裁の判断では、質問検査については「必要があ

り」、かつ、相手方の私的利益とのバランスにお

いて「社会通念上相当な限度にとどまる限り、権

限ある税務職員の合理的な選択に委ねられてい

る」としています（最高裁昭和４８年７月１０日

決定・刑集２７巻７号１２０５頁）。

この基準によりますと、客観的に見て「必要

性」のない提出権限の行使、「社会通念上相当な

限度」を超える提出権限の行使は、違法になると

思います。

（我妻）「提出」権限について法律上の歯止め策

が講じられていないとしても、判例に示された基

準に基づく法的限界があるということですね。

（石村）そうです。それから、帳簿書類等の「提

出」でもっと問題になるのは、例えば申告書や各

種届出書の「提出」といった場合、提出したとた

んに提出物の占有が相手方（課税庁）に移ってし

まうことです。

（我妻）これは、納税者の調査場所で提出される

場合も税務署で提出される場合も同じということ

ですね。

（石村）仰せのとおりです。例えば、申告書はい

ったん提出してしまえば、そのコピーをとること

すら容易ではなくなるわけです。

（我妻）実際、納税者あるいはその代理人が、

「コピーが欲しい」と頼んでも、税務署は〝書き

写すのが当り前〟という姿勢ですね。

（石村）ですから、帳簿書類等の「提出」を求め

られ、いったん提出してしまうと返してもらうの

は容易ではないわけです。調査官が「提出」を求

めてきたら、逆に「提示」するから〝書き写す〟

ように求めるのも一案ですが。

（我妻）最近は、調査官が携帯用のコピー機持参

のケースが多いですから・・・。あまり効果はな

いかもしれませんね？？

（３）「提出」と「留め置き」は一体

（我妻）それから、修正法では、質問検査権の規

定のなかに「提出」に加え、提出された帳簿書類

等を「留め置く」権限を明定しましたが。

（石村）そうですね。今回の改正では、提出され

た書類等を課税庁が「留め置く」権限を法的に認

めたわけです。

（我妻）ということは、「提出」を求める権限と

その求めに応じて提出された書類等を「留め置

く」権限は一体化して捉える必要がありますね。

（石村）そうです。相乗的に納税者の心理的負担
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を増加させ、納税者の権利状況を一層悪化させる

おそれが強いわけです。ある意味では、任意の

「課税処分のための税務調査」が、査察、国犯法

（国税犯則取締法）の調査に近づいてきている感

じがします。

（我妻）これに、共通番号や納税者番号での納税

者のデータ監視が加わるのですから、本当に、関

与税理士は、納税者を護るのが容易でない時代が

きますね。

（４）「提出」や「留め置き」はあくまでも〝任

意〟

（石村）ただ、今回の改正は、受忍義務違反には

罰則があるけれども、「任意」の「課税処分のた

めの税務調査」に関するものです。したがって、

「提出」や「留め置き」の権限を法定したといっ

ても、任意調査の限界を超える場合には、違法と

解されます。

（我妻）そうですね。あくまでも納税者の〝同意〟

が前提ですね。

（石村）国犯法上の調査の場合、納税者が任意の

調査に応じない、同意しない場合には、裁判所か

ら許可状を得て強制調査に移るわけで、この場

合、物件・帳簿・書類等を差押または領置（留め

置き）できることになっています。

こうした強制調査における「臨検」・「捜

索」・「領置」と、任意の課税処分のための税務

調査における「提出」・「留め置き」とは異なっ

て当然なわけです。

（我妻）そうですね。任意調査において行使でき

る「提出」・「留め置き」する権限は、強制調査

における「臨検」・「捜索」・「領置」する権限

とは違いますよね。双方の間に明確な線引きする

必要がありますね。

（５）求められる「料調方式」の法的統制

（石村）明確に線引きができないのは、国税庁課

税部の配下にある「資料調査課」、通称で「料

調」「リョウチョウ」が行う調査が関係している

のかも知れません。

（我妻）いわゆる「料調方式」と呼ばれる税務調

査の法的性格は、任意調査と解されています

が・・・。

（石村）ところが、ご承知のように、たびたび手

荒な現況調査の手法が使われ、「料調方式」につ

いてはかねてから任意調査の法的限界を超えてい

るのではないかとの厳しい批判があるわけです。

（我妻）確かに〝現行運用上の取扱の明確化・法

制化〟となると、「料調方式」を法律で標準化す

るということも射程に入りますね。

（石村）ですから、今般の課税権限強化一辺倒の

通則法改悪が「税務調査手続の現行運用上の取扱

の明確化・法制化」にあるとしても、料調方式の

ような脱法的な調査手法を正当化し、法制化する

のであってはならないわけです。

逆に、料調方式のあり方を精査し、調査手続等

の法的限界について明定する必要があるわけで

す。「任意調査とは何か」について、今一度原点

に立ち返って精査する必要があります。

（我妻）先ほど石村代表が言われたように、任意

の税務調査での「提出」や「留め置き」の権限行

使、受忍義務の限界については、その客観的な

「必要性」や「社会通念上相当な限度」を超えて

いないかどうかを基準に判断しなければならない

ということは重い意味を持ちますね。

（６）「法規範の明確性」の基準とは

（石村）今般の修正法は「税務調査手続の現行運

用上の取扱の明確化・法制化」にあるとは言うも

のの、「提示」や「提出」といった不明確／不確

定な言葉（概念）を使って一方的に納税者の受忍

義務の拡大をはかることは、憲法が定める租税法

律主義（８４条）の内在的な要請である課税要件

明確主義に反します。納税者の手続的な権利保護

の面からみても重大な問題をはらんでいます。

今のように〝立法府〟が反動化・硬直化した場

合、国民・納税者が否応なしに頼らざるを得ないと

ころは、確かに頼れるのか疑問があるとは思います

が、やはり〝司法府〟あるいは〝法解釈〟です。

最高裁は、憲法８４条にいう租税法律主義と

は、「国民に対して義務を課し又は権利を制限す

るには法律の根拠を要するという法原則を租税に

ついて厳格化した形で明文化したもの」であると

しています。このことから、「課税要件及び租税

賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきこ

とを規定するものであ」る、としています（最高

裁平成１８年３月１日・民集６０巻２号５８７

頁、引用者傍線）。この判決は、ある法律が租税

法律主義に抵触しないための判断基準として、いわ

ゆる「法規範の明確性」を打ち出したものです。

（我妻）「法規範の明確性」について、もう少し

詳しく説明してください。

（石村）課税貨幣形態による公権力行使を認める

法律が税法です。「法規範の明確性」は、〝税法
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分野〟において法律をつくる際あるいは法律の合

憲性を判断する際に、特に強く要請される基準で

す。行政が恣意的（気まぐれ）な判断をする余地

をなくすため、一方国民・納税者には予測可能

性／予見可能性を与えるため、さらには司法によ

る行政権の統制や救済を受け易くするためには必

要不可欠な基準です。

（我妻）「法規範の明確性」の基準について、も

う少し具体的にいいますと？？

（石村）「通常の判断能力を有する一般人の理解

において、具体的場合に当該行為がその適用を受

けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準

が読み取れる」のかどうかです（最高裁昭和５０

年９月１０日判決・刑集２９巻８号４８９頁、引

用者傍点）。少々、言い回しがアンティークです

が。

（我妻）つまり、今般の修正法では、「提示」や

「提出」要求に応じなければ処罰すると規定して

います。ところが、「提示」や「提出」の範囲が

不明確であり、結果として、ふつうの人には、具

体的にどのような要求に応じなければ処罰される

ことになるのかが読み取れませんから、そうした

法律は〝明確性〟に欠けるということですね。そ

れに、憲法８４条に違反する可能性が高い、とい

うことですね。

（石村）そうですね。違憲判断に消極的な今日の

司法は、違憲と断定することには足踏みするかも

知れません。いずれにしろ、そもそも、憲法８４

条の下、立法府（国会）は、「提示」や「提出」

といったような、不明確／不確定、あいまい言葉

を何の制限をつけずに使い、無制限な権力行使を

容認するような法律をつくってはいけないわけです。

（７）「留め置き」権限と「返還義務」は表裏

一体

（我妻）話を戻しますが、今般の修正法による

「留め置き」権限の法制化においては、納税者が

その返還を求める権利について何ら規定するとこ

ろがありません。実際、課税庁が納税者に「提

出」を求め、持ち帰った帳簿書類をいつまでも

「留め置き」返還してくれなければ納税者の営業

に大きな影響が出ます。

（石村）この点について、国税不服審判所の例で

は、担当審判官は、審査請求人に対して「書類帳

簿その他の物件につき、〔中略〕当該物件の提出

を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置

くこと」ができるとしています（現国税通則法９

７条１項２号）。次いで、「裁決したときには、

すみやかに〔中略〕提出要求に応じて提出された

帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなけ

ればならない。」（現国税通則法１０３条）旨を

明定しています。

（我妻）今般の修正法で「留め置き」の権限を規

定する場合、「返還」義務と一体で規定する必要

があったわけですね。

（石村）仰せのとおりです。仮に、課税処分のた

めの税務調査に関して「留め置き」を明文化する

ことを是とするにしても、課税庁の「返還」義務

等を明文で定めないとすると偏頗的な（一方にか

たよった）立法といえます。

「提出」要請をし、署に持ち帰った帳簿書類等

を即座には返還しない、そして帳簿書類が不備だ

から青色申告の承認を取り消して推計課税をす

る、これを納税者が問題にしようとすると修正申

告の勧奨が待っている・・・といった〝負の連鎖〟

が日常化するようでは、納税環境の破壊につなが

り、健全な納税者意識は育たないと思います。

（我妻）素朴な疑問ですが、課税庁は強力な権限

を有しているのにもかかわらず、納税者はそれに

対峙できる十分な権利が保障されていないわけで

す。こうした状況を改善するために国税通則法を

改正し、「納税者権利憲章」を制定するはずであ

ったものが、どうしてこんな最低の〝課税権限強

化法〟の成立に一変してしまったのでしょうか？

（石村）原因は、税界の無気力、それに原点をは

ぐらかした政権政党の裏切りでしょうか。いずれ

にしろ、次回の選挙で一票を投じる際の〝大事な

ポイント〟です。

◆　税務調査権強化一辺倒は「納税環境」破

壊につながる

（我妻）所得額３００万円以下の白色申告者は零

細事業者です。今般の修正法では、こうした事業

者にまで記帳義務を課すことにしました。事務面

や費用面での負担が過大になり、事業経営に嫌気

がさしたとしても責めることはできません。

（石村）過大な事務負担は、額に汗して働き懸命

に事業を維持している零細納税者の営業権や生存

権に大きな脅威になるおそれが強いわけです。

（我妻）質問検査権の範囲を拡大し、課税庁が帳

簿書類等の「質問」「検査」に加え、新たに「提

示」および「提出」を、罰則（１年以下の懲役ま

たは５０万円以下の罰金）付きで、納税者に求め
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ることができる旨を定めたわけですが。課税庁の

権限を著しく強化する一方で、納税者の事務負担

を膨大に増加させることでは、この国は繁栄に向

かうわけがないですよね。

（石村）仰せのとおりです。〝税務調査がイヤな

ら、商売やめて、概算控除と年末調整で済むサラ

リーマン・ＯＬになれ〟では、この国の起業に消

極的な風土に革命を起こすことはできないわけで

す。むしろ零細企業を煩雑な納税事務から解放す

る政策が求められています。まったく本末転倒で

す。

ちなみに、例えば、カナダ歳入庁（ＣＲＡ＝

Canada Revenue Agency）が納税者の権利擁護の観

点から納税者向けに出している納税者権利章典

（Taxpayer Bill of Rights 2009）では、小規模事業

者への５つの公約（commitment to small business）

をうたっています。その一つとして、ＣＲＡは

「小規模事業者の納税協力の負担が最小になるよ

うに税務執行にあたる旨を公約する」とうたって

おり、参考となるのではないでしょうか。

（我妻）ここでも、納税者権利憲章は重い意味を

持ってきますね。零細事業者に対する税務調査

で、これまでの「質問」・「検査」に加え、新た

に帳簿書類等の「提示」、「提出」、「留め置

き」、「修正申告の勧奨」などが加わるとすれ

ば、まったく〝政府規制緩和〟に逆行する動きと

見ることもできますね。

（石村）仰せのとおりです。政権マニフェストに

盛られた租税手続の透明化を含む「納税者権利憲

章の制定等」が、「納税環境整備」に変容し、し

かも共通番号（国民総背番号）制の導入や無制限

な課税権限の強化策が中核となりました。修正

案では、当初案にあった〝名ばかり納税者権利憲

章〟すら、ゴミ箱行きの始末です。

このままでは、強権的な課税権行使で、わが国

の「納税環境」は崩壊してしまうのではないかと

危惧します。世界の動きから完全に孤立してしま

っています。

ここにいたっても、税務署の〝お手伝いさん〟

に徹している税理士会は正面からまったく〝異議

を唱えない〟のですから、納税者は救われないわ

けです。「納税者の権利砂漠に権利の木を植え、

納税者権保護の森をつくろう」の運動を展開して

欲しいわけです。

（我妻）学者先生は、容易に政府批判や税界批判

ができるかも知れませんが、組織に身を置く税理

士は、なかなか難しいところがありますから（苦

笑）。

（石村）学者も信じられないでしょうけど。政府

を鋭く批判し民主的な研究者だと思っていた人物

が急に〝財務省御用達〟に変節して、課税権限の

強化策一辺倒の〝納税環境整備案万歳〟とか言い

出す時代ですから・・・。

（我妻）その方は、それこそ「これまでの生き方に

迷いがあったのではないか」と思います・・・。

「だます」とか「だまされた」とかの次元ではな

く、「赦す」と言う気持ちも大事かと思います。

税界では結構〝財務省御用達〟を重宝しています

から・・・。

いずれにしろ、見方を変えますと、今回、たい

した内容もない〝名ばかり納税者権利憲章〟が頓

挫して、逆に、すばらしい内容の納税者権利憲章

をつくる時間が与えられたともいえます。今こそ

石村代表の出番です。

本日は、断片的でしたが、私自身、通則法「改

悪案」について勉強する機会を得ることができま

した。ご多用のところ対論に協力くださったこと

に感謝申し上げます。

中村うさぎさんは、女性としての本人の問題意識、本人の体験を素材に、自爆ギ

ャグの〝女王様エッセイ〟を書くエッセイストとして知られている。この度（２０

１１年１０月）に出版された『税務署の復讐』（文春文庫、５５２円＋税）

の話題の中心は、何といっても渋谷区役所と港区役所、渋谷税務署（課税庁）によ

る自分が体験した納税者イジメの実態を披露している。週刊文春に連載された女王

様エッセイを集成したもの。

【あらすじ】

筆者は、税務署の税務調査につづく所得税修正申告のすすめに応じたことを機に、

国税や住民税の増差分＋加算税（滞納税額）の納付を求められる。何とか完納をめ

ざそうと頑張る筆者に対し、収税官吏は借金してでも税金を払え等の督促の脅し。

〝こんな税金徴収の仕組みは何とかしてくれ〟のＳＯＳの書！！。

なぜ「納税者権利憲章」が必要なのかを知るための一冊
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◎　はじめに

市場メカニズムで運営される民間保険会社が販

売する損害保険（災害保険）１では、大規模災害

が発生し、被災加入者に対する保険金支払が膨ら

み、経営が難しくなると、販売の停止に動くのは

国民災害保険制度の是非

石村耕治（PIJ代表）

～アメリカでの大震災被災者支援と財政規律論議
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１　災害保険市場の失敗と州の災害保険サービスへの参入の意義　　　　　・・・２１　　　　　　　　

（１）カリフォルニア州での災害保険排除問題への対応策

（２）フロリダ州での災害保険排除問題への対応策　　　　　　　　　　　

（３）ルイジアナ州での税制通じた災害保険排除への対応　　　　　　　　

２　州による災害保険排除問題への対応の限界 ・・・２４

３ 現行の連邦災害保険制度の分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・２４

（１）穀物保険プログラム（ＦＣＩＰ）

（２）テロ危険保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（３）国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）

（ａ）国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）の仕組み

（ｂ）ＮＦＩＰの利用実態

（ｃ）赤字が膨らむＮＦＩＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ｄ）時限法の恒久化

４　災害保険排除問題への連邦対応の是非 ・・・２７

（１）国民災害保険制度とは何か

（ａ）ＧＡＯの国民災害保険に関する提案

（ｂ）再保険業界からの国民災害保険に関する提案
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理解できる。一方で、災害保険の仕組みが被災者

に対するしっかりしたセーフティネットとして機

能していないという現実は、被災時さらには復興

時における政府の巨額の財政出動（直接歳出＋租

税歳出）につながる。国民に普段から災害損失に

備え自己規律を高めるように求めず、被災時や復

興時に政府が大判振る舞いの財政出動をし、それ

を〝災害保険〟代わりに使うことを黙認するだけ

の政治姿勢には大きな疑問符がつく。長期的に見

れば、ただ乗り者（free rider）増加やモラルハザ

ードを防ぎえないことになる。また、財政規律も

問われかねない。

２００５年８月２５日に大統領災害宣言を発し

たハリケーン・カトリーナによる大規模災害（天

災）では、市民の雇用や生活の基盤となっている

住宅などに甚大な被害を与えた。市場メカニズム

で運営されている民間の損害保険（災害保険）に

よる救済システムはもちろんのこと、州主導で州

民に提供されている公的災害保険でも、十分な救

済ができないことが例証された２。新たなセーフ

ティネットとして大規模災害にも適用あるナショ

ナルな災害保険制度に向けて「連邦の出番」との

声も高まっている。

１　災害保険市場の失敗と州の災害保険サ

ービスへの参入の意義

地球温暖化や気象変動などの影響もあってか、

近年、アメリカでは、全米各地で大規模な自然災

害が猛威をふるっている。被災後市民が普段のく

らしを取り戻すに一番に必要なのは、住む場所、

すなわち「住宅」の確保・再建である。しかし、

民間保険会社の多くは、連続する激甚災害に伴う

うなぎ登りの保険料支払に悲鳴をあげ、保険金支

払リスクがあまりにも高い住宅損害保険から次々

と撤退している。しかし、大量の無保険者の出現

は、災害支援さらには復興時における政府の財政

出動の額を膨らます。住宅さらには対物損害保険

「市場の失敗（market failure）」に対応するため

に、いくつかの州では、州主導で激甚災害時にも

市民に保険金支払がある公的災害保険制度を強化

する動きを強めてきた。

（１）カリフォルニア州での災害保険排除問

題への対応策

カリフォルニア州では、民間保険会社が相次い

で損害保険分野から撤退して行った時代がある。

繰り返し起きる自然災害に伴う保険金支払リスク

の高まりに嫌気をさしたことが原因である。この

結果、無保険者の増大が政治問題化し、早くから

州独自の対策が講じられた。

カリフォルニア州は、１９９４年のノースリッ

ジ（ロスアンゼルス）地震（Northridge《LA》

Earthquake）で、民間の地震保険基盤の脆弱さが

露呈した。州議会は、地震保険基盤を確立するた

めに、１９９６年に地震基金（earthquake fund）

である非営利の「カリフォルニア地震公社（ＣＥ

Ａ＝California Earthquake Authority）」を設立し

た。ＣＥＡ設立以降、同州において、民間保険会

連邦議会予算局（CBO=Congressional Budget

Office）の解説によると、「損害（casualty）」と

「災害（disaster）」と分けてとらえている。した

がって、厳密に言うと、例えば、「損害保険業者

（Property and casualty insurer）」は経済的損

失を補償する保険サービス提供を業とする者であ

り、天災（natural disaster）や人災（man-made

disaster）を補償する「災害保険（Disaster insur-

ance）」を販売する事業者ではないとしている。２

００１年の９.１１同時多発テロ事件で発生した「災

害（人災）」をめぐり、当時、損害保険が想定する

「損害」にはあたるのかどうかについて議論があっ

た。See, CBO, The Market for Property Insura-

nce （September, 2002）. 

Available at: https://www.cbo.gov/doc.cfm?i-

ndex=3787&type=0. ちなみに、２００２年１１月

２６日に、連邦議会は、２００２年テロ危険保険法

（TRIA= Terrorism Risk Insurance Act of 200

2）を制定した。この法律は、テロ行為による災害保

険請求を連邦が肩代わり補償することをねらいとし

ている。議会は、テロ災害に対する損失補償は当面

市場メカニズムでは解決が難しいとの事情を勘案し

てこの法律を制定した。当初は、民間の保険業界が

２００５年末までテロ行為関連災害保険商品を開発

に努めるようにとのことで時限法とした。しかし、

その後、更新、再更新され、２０１４年１２月３１

日まで延長されている。

事実、ハリケーン・カトリーナの被災者に対する巨

額の保険金支払で、民間保険業界では経営不振に陥

る保険会社が続出した。連邦議会は、損害保険を扱

う保険会社に対する税制上の支援措置を強化して、

民間保険市場の建直しに努めた。See, Christine L.

Agnew, 〝Come Hell and High Water: Can the

Tax Code Solve the Post-Katina Insurance

Crisis?,〟 11 Lewis & Clark L. Rev. 701 （２０

０７）.

2

1
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社は、個人向けの居住用家屋を対象とした災害保

険証券について、独自の資金を基に売り出しても

よいし、あるいは、ＣＥＡに加盟しＣＥＡが保険

金支払を担保するかたちのＣＥＡ災害保険を販売

してもよいことになった。現在、同州の民間保険

会社全体のおおよそ三分の二は、ＣＥＡ災害保険

を販売している。

ＣＥＡは、約９０億ドルの保険金請求への払能

力を有している。ＣＥＡの基金は、加入者の保険

料、加盟保険会社の拠出金、借入金、再保険料、

投資果実などからなる。州の資金は一切投入され

ていない。ＣＥＡは、〝連邦法人所得税について

は人的非課税であることから、その分を保険金支

払に振り向けることができる〟としている３。こ

のことは、住宅損害保険「市場の失敗」を受け

て、ＣＥＡというタックス・フリー（無税）の公

共法人が、実質的に連邦〔および州〕からの租税

歳出（財政支出）で住宅災害保険市場の構築に参

加していることを意味する。ＣＥＡは、いまや世

界一の規模の保険会社になっている。

（２）フロリダ州での災害保険排除問題への

対応策

フロリダ州の住民は、久しく自然災害に苦しめ

られてきた。同州が、北米のハリケーンやサイク

ロン銀座に位置するためである。民間保険会社の

多くは、高い保険金支払リスクを嫌って住宅損害

保険から次々と撤退して行った。このため、同州

では、激甚災害が起きた場合にも適用ある保険制

度が不在となり、災害保険排除（catastrophe insur-

ance exclusion）問題が深刻化して行った。

かねてからフロリダ州議会は、激甚災害時にも

適用ある保険が消えて住宅災害関連の無保険者が

続出している実情を重く見ていた。２００２年

に、保険金支払リスクが高く住宅災害保険排除に

あっていた市民が容易に住宅災害保険に加入でき

るようにするために、非営利の「フロリダ財産保

険公社（Citizens Property Insurance Corporation）」

を設立した４。同公社は、通称で、「フロリダ市

民保険（Citizens Insurance Florida）」と呼ばれ

る。フロリダ市民保険は、災害に遇いやすいハイ

リスク地域に建つ住宅（home insurance）や、その

地域で所有する自動車（auto insurance）などを対

象とした災害保険商品をそろえている５。民間損

害保険会社から加入を断られた市民を含め、支払

が可能な程度の保険料率で災害保険サービスを提

供することを使命としている。

しかし、フロリダ市民保険の〝生活者が第一〟の

使命と経営の健全化とは必ずしも両立せず、しば

しば選挙の争点になっている。２００６年の州議

会選挙後、２００７年に開かれた州議会は、２０

１０年１月１日まで保険料の凍結を決めた。２０

１１年３月２９日に開かれた州議会上院銀行保険

委員会（Senate Banking and Insurance Committee）

では、「かりに今世紀最大級のサイクロンないし

ハリケーンがフロリダ州を襲うとすると、損害に

対する保険金支払額は２,４００億ドルを超える試

算になる。しかし、現在のフロリダ市民保険の支

払能力は１５０億ドル程度である」との証言がな

された。この証言を呼び水に、州議会は、法律を

改正（２０１１年州上院法案１７１４号を可決）

し、フロリダ市民保険の経営の悪化の回避もかね

て、２０１２年１月１日から１００万ドルの価額

を超える住宅のフロリダ市民保険への加入を認め

ないことにした。この加入制限額は、２０１６年

からは５０万ドルに引き下げられる６。

フロリダ市民保険は、フロリダハリケーン災害

基金（ＦＨＣＦ＝Florida Hurricane Catastrophe

Fund）で再保険する仕組みになっている。ＦＨＣ

Ｆは、２００６年にフロリダ市民保険に発生した

保険金支払額１６０億ドルの９０%を補償した。

フロリダ市民保険は公的団体なので、利子課税の

対象となる災害防止債券（taxable prevent bonds）

CEA, Claims-Paying Capacity. Available at: htt-

p://www.earthquakeauthority.com/index.aspx?

id=33.

Citizens Property Insurance Corporation は、

FRPCJUA （=Florida Residential Property and

Casualty Joint Underwriting Association）と

FWUA （=Florida Windstorm Underwriting

Association ） を統合してつくられた公社である。

Available at: http://www.citizensinsurance.co-

m/; http://www.citizens-insurance.com/insur-

ancequotes/lp.php?n=quotes&src=msn_nsu&k

eyword=citizens%20insurance%20florida.

フロリダ市民保険は、災害保険でのリスク補てん、経

営の安定化をねらいに、健康保険（health insuran-

ce）や生命保険（life insurance）も販売している。

See, News, 〟Proposal to shrink Citizens Prop-

erty Insurance Corp. moves through Florida Se

nate committee〟, Lake City Journal （April 1,

2011）. Available at: http://lakecityjournal.co-

m/main.asp?SectionID=13&SubSectionID=73&

ArticleID=7277.

3
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に加え、利子非課税の災害対策債券（tax-exempt

post event bonds）を発行して市場金利よりも低い

利払いで資金調達ができる。２００７年１月に、

フロリダ市民保険１０億ドルの利子非課税の災害

対策債券を発行した。大災害が頻発し保険金支払

が膨らむなか、経営の健全化のための災害保険の

料率引上げや適用範囲制限強化はしばしば政治問

題化する。〝生活者が第一〟を掲げたフロリダ州

主導の災害保険排除対応モデルも決して安泰では

ない。

２００５年５月に、フロリダ州議会は、ハリケ

ーン貯蓄口座（Hurricane savings accounts）制度を

創設した。この災害貯蓄口座は、口座保有者がハ

リケーン、洪水、風水害など自然災害保険の保険

料に充てる資金を積み立てる目的のものである。

差押禁止生活用資産（homesteads）の保険料支払

に充てる原資を蓄えるという趣旨から、州法によ

り信用債務取立てや破産手続などからは保護され

ている。しかし、連邦所得税上の利子非課税措置

の適用などはない７。

（３）ルイジアナ州での税制通じた災害保険

排除への対応

ルイジアナ州は、２００３年に、深刻化してい

た災害保険排除問題への対応策を実施した。民間

保険市場から災害保険サービスの提供を受けられ

ない貧困層を対象に、居住用および事業用の資産

に損害保険を提供する目的で非営利の「財産保険

公社（Louisiana Citizens Property Insurance Corpora-

tion）」を設立した８。同公社は、通称で「ＬＡシ

チズンズ（LA Citizens）」と呼ばれる。

ＬＡシチズンズ加入者は、大災害による損害保

険金の支払が発生しない年には、通常の保険料

（insurance premium）の支払だけで済む。しか

し、大災害があり巨額の損害保険金の支払が発生

した場合には、追加保険料（assessment recoument

surcharge）を支払うように求められる。２００５年

８月のハリケーン・カトリーナ（Hurricane Katrina）

や同年９月のハリケーン・リタ（Hurricanes Rita）で

は、ルイジアナ州の損害額だけでも１２億ドルを

超えた。ＬＡシチズンズは、被災加入者への保険

金支払が膨らみ、ＬＡシチズンズは欠損を抱え

た。ＬＡシチズンズの欠損の一部を埋めるため

に、ＬＡシチズンズは、加入者に追加保険料支払

を求めた。

〝皆で支え合う〟という趣旨で追加保険料の支

払を求められたＬＡシチズンズ加入者は、民間保

険からはじかれた低所得層である。追加保険料支

払は、まさに〝寝耳に水〟の話で、支払の工面に

苦労する加入者が続出した。こうした事実を考慮

して、２００６年１２月に、州議会（LA Legisla-

ture）は、州所得税制に、ハリケーン・カトリーナ

およびハリケーン・リタに関してＬＡシチズンズ加

入者が「ＬＡシチズンズに支払った追加保険料に関

する還付（給付）型の所得税額控除（refundable

income tax credit for the LA Citizens assessments）」

を導入した（LA Revised Statute 47:6025）９。こ

の負の所得税の理論を応用した税制支援措置は、

いわゆる〝働いても貧しい人たち〟の救済がねら

いである。被災者ではないものの思わぬ災害で新

たに波及的な追加保険料の負担を強いられた州民

が対象である。働くために必要な生活用住宅ある

いは所得を得るに必要な限られた事業用資産を守

るための保険を掛け続けることを奨励する一方

で、その結果予想外に生じた追加保険料相当額の

全部または一部を、州所得税の還付申告で給付し

ようというものである。

See, Florida Laws: FL Statutes Title XV Home-

stead and Exemption Section 222.01 Design-

ation of homesteads by owner before levy.

Available at: http://law.onecle.com/florida/ho-

mestead-and-exemptions/222.22.html.この種

の災害貯蓄口座（disaster saving account）制度

は、ウエストバージニア州、サウスカロライナ州な

どフロリダ州以外でも制度化の動きがある。

ルイジアナ・シティズンズには、公的資金が注入さ

れているが、公社特有の乱脈経理、法人定款に反し

て経営改善のために本来民間保険市場で扱う保険商

品を売り出すなどの問題も指摘され、２００７年に

州議会が監査を実施した。See, Legislative Audit

Advisory Council, Louisiana Legislature, Comp-

liance Audit: Louisiana Citizens Property Insur-

ance Corporation, Property Insurance Associa-

tion of Louisiana, and Louisiana Automobile In-

surance Plan（September, 26, 2007）.

Available at:http://app１.lla.state.la.us/Public

Reports.nsf/C717CB9DF18B22408625736

70051D067/$FILE/000016C4.pdf.

See, Louisiana Department of Revenue, Louisi-

ana Citizens Insurance Tax Credit. Available at:

http://revenue.louisiana.gov/sections/geneal/c

alac/default.aspx.

7
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２　州による災害保険排除問題への対応の限界

官民が支え合う、あるいは民がカバーできない

貧困層を対象に官が民間保険市場に参入し保険サ

ービスを提供するかたちの災害保険排除対応モデ

ルは、テキサスなど他の州１０でも採用する動きが

広がり、新たなセーフティネットとして永続する

かに見えた。しかし、２００５年８月のハリケー

ン・カトリーナ（Hurricane Katrina）は、このモデ

ルに大きな衝撃を与えた。あまりにも巨額の保険

金支払が発生し、州によっては、災害保険公社が

多額の赤字を抱え込み、保険料の大幅引上げに加

え、多額の公的資金をつぎ込まざるを得ない事態

に追い込まれた。

こうした背景には、いくつかの理由がある。一

つは、災害保険排除問題に対応するために制度化

された州関与の大規模（激甚）災害保険は、強制

加入ではなくあくまでも任意加入であることであ

る。二つ目は、被災体験のない住宅所有者の多く

は激甚災害の深刻な現実を直視したがらないこと

である。三つ目は、保険料の引上げはしばしば政

治問題化することから経営の健全化が後回しにさ

れがちなことである。さらには、〝生活者が皆で

支え合う〟というこの種の災害保険の趣旨が十分

に理解されていないこと、あるいは逆に保険に加

入していても実際に支払われた保険金額では満足

のいくセーフティネットにはなり得ないことを熟

知していることなどである。

民間保険会社が撤退した災害保険分野に州が肩

代わりし、肩代わりした州も持てあまし気味の現

状に、「連邦の出番」とする声も高まっている。

３　現行の連邦災害保険制度の分析

連邦所管の大規模洪水損害保険、災害保険とし

ては、穀物保険プログラム（ＦＣＩＰ＝Federal

crop insurance program）」と、テロ危険保険（Ｔ

ＲＩ= Terrorism Risk Insurance）、全国洪水保険プ

ログラム（ＮＦＩＰ＝National Flood Insurance Pro-

gram）」などがある。

（１）穀物保険プログラム（ＦＣＩＰ）

連邦農業省（ＵＳＤＡ＝U.S. Department of Agri-

culture）の危機管理庁（ＲＭＡ＝Risk Management

Agency）が所管する「連邦穀物保険公社（ＦＣＩ

Ｃ＝Federal Crop Insurance Corporation）」１１が提

供する各種災害による穀物への損失を補償する

「穀物保険プログラム（ＦＣＩＰ＝Federal crop

insurance program）」がある１２。このプログラム

では、１６の民間穀物保険会社を通じて適格生産

者に保険サービスが提供されている。適格生産者

負担保険料の一部を補助するとともに、民間保険

会社への事務経費の補助を行うかたちで運営され

ている。リスクはすべてＲＭＡが負う。全生産者

の約８０％が、このプログラムに加入している１３。

（２）テロ危険保険

２００１年の９.１１同時多発テロ事件発生後、

２００２年１１月２６日に、２００２年テロ危険

保険法（ＴＲＩＡ＝ Terrorism Risk Insurance Act of

2002）が連邦議会を通過した。この法律は、損

害保険市場の混乱を防止するための、テロ行為に

かかる災害保険請求と一般の損害保険請求とを区

各州における公的災害関連保険を取扱う組織は、次の

とおりである。カリフォルニア州（California Eart-

hquake Authority）、フロリダ州（Florida Citize-

ns Property Corporation）、ルイジアナ州（Loui-

siana Citizens Property Insurance Corporation）、

ミシシッピ州（Mississippi Windstorm Underwrit-

ing Association）、テキサス州（Texas Windsto-

rm Insurance Association）、アラバマ州（Alaba

ma Insurance Underwriting Association）、ジョ

ージア州（Georgia Underwriting Association）サ

ウスカロライナ州（South Carolina and Hail Und

erwriting Association）、ノースカロライナ州（N-

orth Carolina Insurance Underwriting Associat-

ion）、フロリダ州（Florida Hurricane Catastrop

he Fund）。

USDA, Federal Crop Insurance Corporation.

Available at: http://www.rma.usda.gov/fcic/.

連邦穀物保険プログラム（FCIP=Federal crop insu

rance program）は、１９３８年連邦穀物保険法

（Federal Crop Insurance Act of 1938）に準拠

して実施されている。詳しくは、See, USDA, Fede

ral Crop Insurance. Available at: http://www.us

da.gov/documents/FEDERAL_CROP_INSURA

NCE.pdf.

See, Christopher R. Kelley, 〝The Agricultural Ri

sk Protection Act of 2000: Federal Crop Insur-

ance, the Non-Insured Crop Disaster Assistan-

ce Program and the Domestic Commodity and

Other Farm Programs,〟 6 Drake J. Agric. L. 1

41 （２００１）.
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別し、ハイリスクのテロ災害関連保険請求につい

ては連邦が補償（再保険保証）するとの趣旨で制

定された。テロ災害を民間市場メカニズムのなか

で運営している保険会社が引き受けるのは当面は

難しいとの判断から制定された。損害保険料の安

定化がねらいである。民間の保険会社がテロ行為

に関連する損害保険（テロ災害保険）商品を開発

するまでの期間、連邦が危険負担をするとのこと

で、当初、２００５年末までの時限法とされた。

しかし、その後、保険業界のロビイストのよる議

会への働きかけにより、２００７年末まで更新さ

れた。さらに、２００７年１２月２６日に、「テ

ロ危険保険プログラム期限延長法（Terrorism Risk

Insurance Program Reauthorization Act of 2007）」

の制定により、２０１４年１２月３１日まで延長

されている１４。

（３）国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）

伝統的に、アメリカにおいて最もリスクの高い

自然災害が「洪水（floods）」である。このた

め、民間の損害保険会社は、「洪水損失（flood

losses）」を損害保険の対象から除外してきた。

市民が洪水氾濫リスクの高い地域に住宅ローンを

組んで住宅を建設あるいは購入しようとする場

合、金融機関は洪水災害保険に加入するように求

めてくる１５。この場合、市民は、民間保険を使う

とすると、唯一、高額の保険料を支払って洪水特

約の付いた住宅損害保険に加入するよりなかっ

た。このような民間洪水保険市場の失敗（flood

insurance market failure）状況を改善するために、

連邦議会が動いた。１９６８年に国民洪水保険法

（National Flood Insurance Act of 1968）を定め

て、「国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ＝Nati-

onal Flood Insurance Program）」を導入した１６。

（ａ）国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）の

仕組み

国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）は、連邦

危機管理庁（ＦＥＭＡ＝Federal Emergency Mana-

gement Agency）内の「保険防災部（ＦＩＭＡ＝

Federal Insurance and Mitigation Administration）」が所

管する洪水災害保険プログラムである。ＮＦＩＰ

は、地方団体がその住民に対して洪水対応住宅の

建設・改善、建設地の指定などを義務づけるため

にＦＩＭＡが定めた基準に従った洪水対策条例

（土地利用圏域設定条例／land use zoning ordin-

ances）および建築基準（building code standards）

を制定することを条件に、これら加盟地方団体の

指定氾濫地域（floodplain）、特定洪水危険地域

（ＳＦＨＡ＝Special flood hazard areas）、に居住

しかつ他の洪水保険に加入できない住宅所有者、

住宅賃貸人、事業用資産保有者（以下「適格住

民」という。）に対し、連邦が補償する洪水損害

保険サービスを提供する仕組みになっている。Ｎ

ＦＩＰに加盟するかどうかは各地方団体の任意

（optin）である１７。ただし、１９７３年の法改正

（１９７３年洪水災害防止法／Flood Protection A-

ct of 1973）により、ＮＦＩＰ加盟地方団体の適

格住民は強制加入となった。

このように、議会に対するロビー活動により「日切

れ法」の度重なる延長を働きかけ、危険負担をいつ

までも政府に押し付け、公的依存からの脱却を渋る

民間保険業界の姿勢には強い批判がある。See gen-

erally, Anne Gron & Alan O. Sykes, 〝Terrorism

and Insurance Markets: A Role for the Govern-

ment as Insurer?〟, 36 Ind. L Rev. 447 （２０

０３）;Saul Levmore & Kyle D. Logue, 〝Insuri-

ng Against Terrorism - and Crime〟, 102 Mich.

L. Rev. 268 （２００３）.

１９７３年以来、連邦の法令は、年間の洪水氾濫の

可能性が１%（１００年氾濫）の地域に所在するあら

ゆる建造物に洪水保険を掛けるように義務づけてい

る。また、１９９４年以来、一定の洪水災害支援受

ける者に、罰則付きで将来の洪水損失に備えて洪水

保険を掛けかつ継続するように求めている。See, Ed

ward C. Liu, Flood Insurance Requirements foo

t Stafford Act Assistance （CRS Report RS22

945, September 5, 2008）. Available at: http:

//assets.opencrs.com/rpts/RS22945_20080

905.pdf.

アメリカ合衆国憲法は、連邦議会が国の経済成長を

推進するために、「一般福祉（general welfare）」

および「州際通商（interstate commerce）」条項

に基づいて、その責任を果たすように求めている。

国民洪水保険プログラム（NFIP）は、連邦議会がこ

れらの条項に基づいた責務を果たすために制定され

た。

ただし、大統領災害宣言で大規模（激甚）災害に指

定があってから被災自治体が６ヵ月以内に加盟すれ

ば、住民はＮＦＩＰの補償を受けることができる

（４２ U.S.C. § ５１７２（ａ））。この遡及適用は

〝ただ乗り者（free riders）〟をゆるすことにつな

がる、との批判があるところである。
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連邦は、全米約９０の民間損害保険会社と特約

を結び、これら特約保険会社またはそれらの代理

店が適格住民に保険サービスを提供する。したが

って、ＮＦＩＰ加盟地方団体の指定氾濫地域に住

む適格住民は、特約保険会社またはそれらの代理

店と交渉し、洪水損害保険に入ることになる。ま

た、洪水で被災した場合にも、これら特約保険会

社または代理店に対して保険金の請求をすること

になる。住宅の場合、最高２５万ドルまで請求で

きる。

連邦は、契約保険会社に補助金を与えかつリス

クを引受けている。また、各州は、ＦＩＭＡのＮ

ＦＩＰに加盟した州内の地方団体とのリエゾン事

務を担当する部局として、州氾濫地域管理局（St-

ate Floodplain Management Office）を置いている

（名称は州により異なる）。州氾濫地域管理局

は、模範洪水対策条例（Model Flood Mitigation Or-

dinance）、洪水保険請求ハンドブック（Flood Ins-

urance Claims Handbook）などを発行し、州民の便

宜も図っている。

（ｂ）ＮＦＩＰの利用実態

地方団体のＮＦＩＰへの加盟は任意である。Ｎ

ＦＩＰには、アメリカ全土の２万を超える地方団

体が加盟している。毎年洪水の多発に悩まされて

いるフロリダ州を例にすると、同州内の全地方団

体の９７％がＮＦＩＰに加盟している。２０１０

年１２月３１日現在、同州のＮＦＩＰ加入者は２

００万件を超える。全国では５５０万件超の加入

者がいることから、同州のシェアは約３７％を占

める。

ＦＩＭＡ当局は、洪水対策条例により年１０億ド

ル程度の災害関連支出の削減につながっており、

効率的な災害保険制度として機能しており、有効

なセーフティネットであるとしている１８。

（ｃ）赤字が膨らむＮＦＩＰ

国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）は、水害

多発地域の住民が、民間保険会社の窓口を通じて

政府補償の水害保険を購入する仕組みである。民

間保険会社は、加入者の支払った保険料から手数

料を確保できる。水害のない地域の住民も加入し

て皆で支え合う仕組みでないことから、収支トン

トンにはならず赤字が膨らむ。このプログラム運

営の現実は厳しい。

連邦議会は、当初、ＮＦＩＰを保険料で運営す

る方針であった。しかも、大規模（激甚）災害の

発生で加入者への保険金支払が膨らんだ場合には

国庫からの借入で賄い、借入金は利息つきで国家

へ返済される方針であった。しかし、これらの方

針は貫徹されず、２００４年から年間約２億ドル

の公的資金がつぎ込まれている。大統領災害宣言

の発布により大規模（激甚）災害指定を受けた２

００５年のハリケーン・カトリーナ（Hurricane

Katrina）は、巨額の保険金支払につながり、連邦

緊急事態管理庁（ＦＩＭＡ）は１８０億ドルの赤

字を抱えた１９。

（ｄ）時限法の恒久化

国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）の準拠法

である１９６８年国民洪水保険法は、本来、時限

法（日切れ法）である。しかし、次々と延長され

てきた。最近では、２０１０年に、２０１１年９

月末まで延長された。その後、２０１１年８月に

議会下院は、ＮＦＩＰの再更新（reauthorization）

のための改正法（下院１３０９号：２０１１年洪

水保険改正法／Flood Insurance Reform Act of 2011）

を通過させた２０。しかし、連邦議会の上下両院の

ねじれ現象も加わって、議会上院での再延長法案

の審議は遅々としてすすまなかった。議会上院

で多数を占める共和党は、オバマ政権が導入をめ

ざす国民健康保険ないし医療保険制度（Obama’s

National Health Insurance Plan）はもとより、大赤

字のＦＩＭＡの再延長には、「小さな政府」の視

点から、賛成しかねるからである。ＮＦＩＰにつ

See, FEMA, The National Flood Insurance Prog

ram. Available at: http://www.fema.gov/about/

programs/nfip/index.shtm.

とりわけ、２００５年のハリケーン・カトリーナでの

被災者による保険金請求のときに、厳格に「水害」だ

けが保険の補償対象になるのか、「風害」および「風

害による洪水」も保険の補償適用になるのかが、被災

者と保険会社の間で争われた。連邦議会は、その後、

「風害」および「風害による洪水」も保険の補償適用

となるとの改正を行った。しかし、この改正は、選挙

民への人気取りで、ＮＦＩＰの抱える赤字幅を膨らま

し、連邦の財政規律を悪くするとの批判も強い。

See, Michael A. Brown, 〝Anything But a Bree-

ze: Moving Forward Without NFIP Wind Covera

ge〟, 37 B.C. Envtl. Aff. L. Rev. 365 （２０１０）.

Available at: http://www.gop.gov/bill/112/１

/hr1309.
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いては、「市場の失敗（Market Failure）」策であ

ると同時に「政府の失敗（Governmental Failure）」

策であるとの見方もある２１。

しかし２０１１年８月末に大西洋岸北東部を襲

ったハリケーン・アイリーン（Hurricane Irene）

による広域災害で状況は一変し、ＮＦＩＰの再更

新（reauthorization）を後押しする契機となった。

広域洪水災害（見積被害額７０～１３０億ドル）

に苦しむ選挙民にすばやく対応しようということ

で、連邦議会上院銀行委員会（Senate Banking Co-

mmittee）は、国民洪水保険法の改正法上院（２

０１１年洪水保険改正・現代化法／Flood Insuran-

ce Reform and Modernization Act 2011）の成立に

向けて、その姿勢を転換した。２０１１年９月

に、ＮＦＩＰの５年間（２０１６年９月３０日ま

で）の延長を決めた２２。

４　災害保険排除問題への連邦対応の是非

大規模（激甚）災害が発生した場合にはいつ

も、民間損害保険、さらには州関与の住宅災害保

険が被災者に対するしっかりしたセーフティネッ

トとして機能していないことが浮き彫りになる。

連邦補償の国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）

は洪水災害に限定したものであるが、災害保険と

してますます重みを増している。なぜならば、ア

メリカにおける自然災害の多くが水害という現実

があるからである。しかし、このままのかたちで

連邦補償のＮＦＩＰを継続していけば、巨額の公

的資金投入が避けられないのではないかとの不安

がある。連邦議会には、連邦が水害保険を優先

し、地震や山火事といった他の自然災害を軽視す

るあるいは州の対応に任せるといった姿勢でよい

のかといった疑問もある。いずれにしろ、どのよ

うなかたちにしろ災害保険制度がしっかりしてい

ないと、その跳ね返りとして、被災時さらには復

興時における連邦政府の財政出動の額を膨らます

ことになることだけははっきりしている。

（１）国民災害保険制度とは何か

こうした負の連鎖を断ち切ろうということで、

大規模（激甚）災害が起きた場合にもセーフネッ

トとして機能する保険制度の確立に向けて、「国

民災害保険制度（National catastrophe insurance

scheme）」の導入を求める主張がある。現行の国

民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ）を改変して新

たな国民災害保険制度を立ち上げる構想、ＮＦＩ

Ｐを廃止して新たに民間主導で新制度を立ち上げ

る構想をはじめとしてさまざまな提案がある。ま

た、国民災害保険制度のあり方については、連邦

政府検査院（ＧＡＯ）、連邦議会図書館の議会調

査局（ＣＳＲ＝Congressional Research Service）２３、

ＮＦＩＰを所管する連邦緊急事態管理庁（ＦＥＭ

Ａ）２４、さらには民間の再保険業界（Reinsurance

associations）など、各界から提案が出されてい

る。ここでは、ＧＡＯ提案と再保険業界の提案を

中心に分析・紹介する。

（ａ）ＧＡＯの国民災害保険に関する提案

連邦政府検査院（ＧＡＯ）は、議会の要請を受

けて、災害保険排除問題への対応策として連邦関

与の災害保険制度のあり方を探るべく、自然災害

についての各州や連邦の現行損害保険制度やその

運用の実態を調査した。そして、２００７年１１

月に、報告書『自然災害保険における連邦の役割

を変更するための公共政策の選択（Public Policy
Potions for Changing the Federal Role in Natural Cata-

strophe Insurance）』を公表した２５。

ＧＡＯは、この報告書のなかで連邦関与の災害

保険制度についていくつかの選択肢を示してい

See, Adam F. Scales, 〝A Nation of Policyhold-

ers: Governmental and Market Failure in Flood

Insurance〟, 26 Miss. C. L. Rev. 3 （２００６）.

See, News, 〝Senate Committee Passes Feder-

al Flood Insurance Reform Legislation〟, Insur-

ance Journal （September 8, 2011）.

Available at: http://www.insurancejournal.com

/news/national/2011/09/08/214022.htm.

See, Rawle O. King, Nationa Flood Insurance P

rogram: Background, Challenges, and Financial

Status （CRS Report for Congress, 7-5700,

July 1, 2011）. Available at: http://assets.open

crs.com/rpts/R40650_20100408.pdf.

See, Testimony of Administrator Craig Fugate,

Federal Emergency Management Agency, Bef-

ore the United States House Committee on Fi-

nancial Services, Subcommittee on Insurance,

Housing and Community Opportunity, 〝Legis-

lative Proposals to Reform the National Flood

Insurance Program〟. Available at: http://www.

dhs.gov/ynews/testimony/testimony_129985

5117667.shtm.
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る。それらは、①あらゆる種類の災害へ対応する

住宅所有者保険（All-perils homeowners insurance

policy）、②州の災害保険基金に対する連邦再保

険（Federal reinsurance for state catastrophe funds）、

③州の災害保険基金に対する連邦貸付金（Federal

lending to state catastrophe funds）、④民間保険会

社災害留保金（Insurance company catastrophe reser-

ving、⑤住宅所有者災害貯蓄口座（Homeowner cat

astrophe saving accounts）、⑥災害債券（ＣＡＴボ

ンド）への租税優遇措置（Favorable tax treatment

for catastrophe bonds）、および、⑦連邦所得税上

の所得控除と州資産税賦課税額を保険料支払に活

用した民間保険（Property tax assessment for private

insurance with federal deductible payment）、であ

る。なお、これらの選択肢ではいずれも、わが国

の国民健康保険制度のような官直営の公営災害保

険制度をめざしているのではない。民間保険会社

が基本的な災害保険業務を担うとの前提で展開さ

れている。また、これらの選択的制度の骨子、そ

れぞれの制度を導入した場合の、主な利点および

欠点を図説すると、次（図表１－①）のとおりで

ある。

See, GAO, Natural Disasters: Public Policy Poti-

ons for Changing the Federal Role in Natural

Catastrophe Insurance: Report to the Ranking

Member, Committee on Financial Services, Hou

se of representatives （GAO-08-7, November,

2007）. Available at: http://search.yahoo.com/

search;_ylt=AiNkgaTiIWOU１xG6A3YVgxSbvZ-

x4?p=GAO%2C+Natural+Disasters&toggle=1&c

op=mss&ei=UTF-8&fr=yfp-t-701.
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〔図表１－①〕　自然災害保険における連邦の役割変更の選択肢にかかる主な利点と欠点

制 度 の 概 要 ・ 利 点 欠　点

・民間保険会社が、連邦が再保険を引受けることを前

提に、加入者の住宅の自然災害への危険度に応じて

料率を決定する方式で、あらゆる種類の災害を保障

しかつ強制加入の災害保険制度。

・この方式では無保険の住宅所有者をなくすことがで

きる。

・全種類の災害を保障しかつ強制加入する方式は、保

険適用の有無を個別に精査する必要がなく、住宅所

有者の不安を解消することに資する。

・強制加入方式で全種類適用型災害保険を扱

う民間保険会社は、保険料を現行よりも著

しく高く設定することになる。市場メカニ

ズムにはそぐわないおそれもあり、必ずし

も公正とはいえない。

・低所得者対策に保険料の助成が要る。その

結果、一般納税者の税負担増につながる。

〔選択肢１〕

あらゆる種類の災

害へ対応する住宅

所有者保険

〔選択肢２〕

州の災害保険基金

に対する連邦再保

険

・連邦が、州の災害保険基金および再保険基金の再保

険を引き受けることを前提に、大規模（激甚）災害

に限定して民間保険会社が住宅災害保険サービスを

提供する制度。

・民間保険会社の参入の拡大を含め、加入者の保険の

選択幅や加入条件の緩和にも資する。

・リスクベースまたは競争入札方式の再保険料にすれ

ば、連邦は、加入者である州や民間保険会社に負担

を転嫁でき、公的資金投入はさほど膨らまない。

・大災害で連邦の再保険の支払が手持ちの基金額を超

える場合には、連邦は災害復興債の発行で対処でき

る。

・連邦再保険制度は民間保険会社の経営安定

には資するものの、不要な競争を招き、程

度の低い災害なども救済されるなどモラル

ハザードを招く。

・連邦再保険料率がリスクベースで決められ

るとすれば、被災率の高い州には補償が回

らなくなる。その結果、ハイリスク地域の

住民には不利に働く。地域により自然災害

リスクが異なることから、災害保険排除を

なくすという本来の趣旨に反する。

〔選択肢３〕

州の災害保険基金

に対する連邦貸付

・連邦貸付制度は、大規模（激甚）災害時に

は実質無審査となり、州が借入を返還でき

ない場合の信用リスクを連邦納税者が負う

ことになる

・連邦貸付機関の設置が要る。政府機能拡大

のおそれがある。

・連邦貸付機関が、州や民間保険会社に対し

加入者の経済状態などを反映させた保険料

を設定するように求めるのは難しい。

・連邦が、大規模（激甚）災害発生時に、州の災害保

険基金および再保険基金に貸付をする制度。

・連邦貸付制度は、激甚災害時に必要な資金を州の災

害保険基金に供給するのに役立つ。

・この制度は、大規模（激甚）災害時には、連邦が州

の返済能力など審査する余裕がないため、民間保険

業界はそのリスクを連邦に転嫁できる。

・この制度は、大規模（激甚）災害時に発生する州や

民間保険リスクテイクの時期をずらすことができる。
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See, Ivan Zelenko et al., Catastrophe Bonds: Government Use of Capital Markets As Insurance Against Natural
Disasters （World Bank, 2011）

・民間資本市場よりもより優先的な条件で連

邦貸付をするようにとの政治的な圧力が高

まるおそれがある。

連邦納税者に対し、貸付はいずれは返還されるとい　

う安心感を与える。

〔選択肢３〕

州の災害保険基金

に対する連邦貸付

〔選択肢４〕

民間保険会社災害

留保金

・留保金とは、民間保険会社が将来の保険金支払に備

え連邦税上保険料の課税繰延ができる制度。

・民間保険会社は、住宅損害保険加入を積極的に受け

入れることになる。

・保険会社は保険料収入を留保金勘定に繰入可能にな

ることで、州の保険規制当局は、リスク基準の保険

料率での保険商品を承認するようになり、民間保険

会社には有利になる。

・保険会社に限って課税繰延のできる留保金

勘定を認めることは、特定事業に優先的な

租税特恵を認めるに等しく、経済効率を害

する。

・保険会社が、留保金勘定を濫用した場合、

各課税年の所得のフローが不透明になる。

・留保金制度は、現行の税制改正を必要とす

るだけでなく、連邦税収の減少につながり、　

連邦政府の負担が大きい。

〔選択肢５〕

住宅所有者災害貯

蓄口座

・災害保険に加入した住宅所有者が将来の災害関連費

用の支出に備えることをねらいとした災害資金口座

制度。現行の健康保険貯蓄口座（HAS、IRC223条）　
に類似する。この制度では、納税者が金融機関等に

設けた口座に積み立てた一定金額を総所得に算入せ

ず、口座にある金額については利息を含め適格災害

関連費用として引き出した金額には課税しないとい

うもの。非課税となる適格災害関連費用としては、

保険適用外災害損失、洪水被害、住宅の防災対策費

などを想定。口座積立年間上限額がある。口座は災

害保険に加入した住宅所有者が保有できることから

無保険者の減少につなげることができる。

・適格災害関連費用として、住宅の防災対策費が認め

られることから災害対策を積極化させる。

・この種の口座を制度化したとしても、災害

保険加入へのインセンティブにはならな

い。むしろ、すでに災害保険に加入してい

る人たちへのインセンティブになるだけな

のではないか。

・現行税制の改正を必要とするだけでなく、

連邦税収の減少につながる。

《注記》２００７年６月に、サウスカロライ

ナ州は、災害貯蓄口座（Catastrophe savin-
gs accounts）制度を創設した（Omnibus Co
astal Property Insurance Reform Act of 20
07, South Carolina Act No.78）。この災害貯
蓄口座では、州民が積み立てた金額から引出

し加入している自然災害保険の保険料に充て

た分を利子を含め非課税とする。

〔選択肢６〕

震災債券への租税

優遇置

・震災債券（CAT bond=Catastrophe bond）とは、
保険会社（ないし直接企業）が、大規模な災害時の

損失に備えて再保険に代えて発行する債券。あらか

じめ自然災害の種類や発生する地域、さらには発生

規模などの条件を設定し、実際に自然災害が発生し

た場合、保険会社などの債券発行者は、既定の金額

をＣＡＴボンドから受け取ることができる。一方、

ＣＡＴボンドを保有する投資家は、償還元本や利息

の一部もしくは全部を失う。逆に、既定の規模の自

然災害が発生しなかった場合、ＣＡＴボンドの投資

家は、一般的な債券よりも高い利回りで定期的な利

息を受け取ることができる。また通常の債券と同様

に、満期時には償還元本を受け取ることができる。

ＣＡＴボンドは、一般的な債券と異なり、景気や株

価、金利変動と相関性が低いため、他の金融商品の

リスクヘッジとして投資家に好まれる。ＣＡＴボン

ド投資家が受け取る利子を非課税とすることで、Ｃ

ＡＴボンド購入を奨励することができる２６。

・震災債券に対する租税優遇措置は、保険会社の資本

市場へのアクセス能力（資金調達能力）を高める。

・保険会社は、リスクを投資者に肩代わりしてもらえ

ることから、リスクの高い災害保険の販売により積

極的になる。

・この措置は実質的に政府規制により新たな

保険事業者の創設につながるにも等しく、

好ましくない。

・ＣＡＴボンドは、オフショアで発行される

ことも多く、ＣＡＴボンド投資家への非課

税措置がアメリカ国内の再保険会社の利益

にはつながるのか疑問である。

・この措置が、保険会社が広く災害保険市場

に参加、リスクに応じた保険料率の設定ま

たは市民に災害保険加入のインセンティブ

つながるかどうかは定かではない。

・近年、再保険に代替するねらいでのＣＡＴ

ボンドの発行は、二大保険会社の寡占状態

にあり、こうした状態が解消されない限り

ＣＡＴボンド投資家への租税優遇措置は、

特定の保険会社を利することになる。
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（ｂ）再保険業界からの国民災害保険に関する提

案

新たな国民災害保険制度あるいは現行の国民洪

水保険プログラム（ＮＦＩＰ）の改革、私化（民

営化）に対しては、民間の再保険業界、すなわち

再保険会社協会（Reinsurance associations）から、

これを推進する提案が出されている。逆に、全国

共済保険会社協会（ＮＡＭＩＣ＝National Associa-

tion of Mutual Insurance Companies）などは保険料

率の急激な引上げにつながることから私化に反対

の意思表示をしている２７。

再保険業界は、連邦が補償する現行のＮＦＩＰ

では、納税者の負担が大き過ぎること、この負担

を減らすために、市場メカニズムを通じた災害保

険制度へ大胆に移行すべきであると提案してい

る。

アメリカ再保険協会（ＲＡＡ＝Reinsurance Ass-

ociation of America）は、バミューダ保険業者・再

保険業者協会（ＡＢＩＲ＝Association of Bermuda

Insurers and Reinsurers）と共同で、次のような提

案をしている２８。

（２）財政規律と国民洪水保険の私化の視点

ＦＥＭＡの国民洪水保険プログラム（ＮＦＩ

Ｐ＝National Flood Insurance Program）のような公

的災害保険を拡充して、「市場の失敗」あるいは

「市場の欠陥」を連邦が補うべきであるとする主

張がある２９。

その一方で、ＮＦＩＰのような官製の仕組みは

〔選択肢７〕

連邦所得税上の所

得控除と州資産税

賦課税額を保険料

支払に活用した民

間保険への強制加

入

・この制度では、州内に主たる住宅を所有する住民の強

制加入および各所有者は被害を受けた場合には自己の

住宅価額の１０％相当額までを自己負担することを前

提に、州が全州民の居住用資産を賦課課税し、その評

価総額の一定割合を保険料に充当し民間保険会社が販

売する全種類の災害を補償対象とするタイプの災害保

険に加入することになる。住宅所有者は、連邦税の申

告において、州に賦課徴収された固定資産税額を項目

別控除のひとつとして控除できるので（IRC 164条a
項）、実質的に州が代行して支払った保険料を取り戻

すことができる。

・この制度は、不要な〝官の膨張〟を防ぎ、市場メカニ

ズムを活用して全住宅所有者が災害保険に加入するこ

とを可能にし、かつ、大規模（激甚）災害セーフティ

ネットとして有用である。

・連邦税で州の固定資産税額を控除できるの

は、項目別（実額）控除利用者に限られる。　

低所得で標準（定額）控除を選択した住宅

所有者は、州が代行支払した保険料を取り

戻すことができず、不公平である。公平に

するのは、連邦税法の改正を要するが、き

わめて難しい。

・住宅を所有する納税者のみが州税と連邦税

双方で二重に優遇されることになり、不公

平税制の最たる例になりうる。

・表面的には、固定資産税の賦課額に変化は

ないともいえるが、州は負担した保険料を

住宅所有者へ転嫁に意欲的になるはずで、

固定資産税の増税として跳ね返ってくる可

能性が高い。

・この制度が、「費用対効果」を織り込んで

考えた場合には、連邦政府にとり、効率的

かどうかは疑問が残る。

〔図表１－②〕 ＲＡＡ／ＡＢＩＲのＮＦＩＰ私化案の概要

民間再保険業界および保険業界は、保険業者が投下資本のコス

トに見合う実際のリスクがしっかりと反映した保険料率で標準

的な住宅保有者保険の一部として洪水保険を引き受けるように

奨励されることになれば、保険を提供している連邦の役割を停

止あるいは大幅に小さくするために、洪水保険を引き受けるこ

とができる。

保険業者がＮＦＩＰ保険証券を引受けることを奨励するため

に、民間洪水保険の適用にあたり、州の保険料率規則を適用除

外とするか、あるいは、連邦法により連邦規模で決定された洪

水リスクに基づく保険料料率を使い競争を認めること。

民間保険業者を補償するために民間再保険業者のコンソシアム

（企業連合）を認めること。

民間再保険と資本市場に対するリスクを拡散する確固たる戦略

を練り、ＮＦＩＰにリスク度合に応じた保険料率を適用するこ

と。

See, News, 〝NAMIC Calls For NFIP; Opposes

Privatization〟 Property Causality 360（Dece-

mber 30, 2010）. Available at: http://www.pr-

opertycasualty360.com/2010/12/30/namic-

calls-for-nfip-opposes-privatization.

See, RAA/ABIR, Support Privatizing Options f-

or the National Flood Insurance Program （De-

cember 2, 2010）. Available at: http://www.

reinsurance.org/files/public/RAA_ABIR%20Pre

ss%20Release%20on%20Privatization%20of

%20NFIP.pdf

See, Symposium, After the Tempest: How the

Legal Community Recovers: Tax and Insurance

Consequences of Major Disasters: Weathering

the Storm, 31 Nova L. Rev. 487 （２００７）.
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非効率であり、もっと私化（民営化）すべきであ

るという主張がある３０。

（ａ）公的災害保険制度の肥大化と自己規律

国民に普段から災害損失に備え自己規律を高め

るように求めず、被災時や復興時に政府が大判振

る舞いの財政出動をし、それを〝災害保険〟代わ

りに使うことを黙認するだけの政治姿勢には大き

な疑問符がつく。長期的に見れば、ただ乗り者

（free rider）増加やモラルハザードを防ぎえない

ことになる。これは、たんに氾濫地域（flood pla-

in）、特定洪水危険地域（ＳＦＨＡ＝Special flood

hazard areas）に居住する住民のみならず、そこが

洪水危険地域であることを知りながら、災害が起

きたら公的支援に頼ればいいという認識で、そう

した地域で住宅開発をする事業者などにも問われ

る３１。また、特定洪水危険地域（ＳＦＨＡ）に住

宅を建てるための住宅ローンを申請する際に、金

融機関が法令に従いＮＦＩＰに加入していること

を条件としていることも、逆にハイリスク地域へ

の住宅建設の奨励につながっているのではないか

との批判もある。しかし、一方で、代々洪水危険

地域に居住せざるを得ない人たちの多く、言い換

えるとＮＦＩＰに頼らざるを得ない人たちの多

く、は低所得者であることにも注目する必要があ

る。高所得者は、ＮＦＩＰが信頼性に欠けるとす

ればこれに依存せず、洪水危険地帯を避けてある

いは高台に住むことが可能であるからである。

ＮＦＩＰは、連邦からの公的資金の投入を生命

維持装置にして存続し続けている。このように巨

額の血税をつぎ込んで、特定洪水危険地域に住む

人たちに保険金給付をし続ける政策を続けるのが

よいのか、あるいは、できるだけ公的資金投入を

削減すべく洪水安全地帯に移り住むことを条件と

した洪水保険ないし高台（安全地帯）に住む住民

を対象とした連邦補償の洪水保険に改変すべきな

のか（elimination of subsidies for bad risks）、さま

ざまな議論がある。

ＮＦＩＰ私化（privatizing NFAP）は、すでにふ

れたように、再保険業界から提起されている。ま

た、議会共和党からも具体的な議員立法が示され

ている３２。

（ｂ）「大きな政府」につながらない国民災害保　

険制度は可能か

どの選択肢をみても、連邦が露骨に全国民を束

ねるといったかたち（公営）の仕組みのものはな

い。それは、市場メカニズムに強く依存する国柄

からして、連邦政府機関が直接制度を担うあるい

は新たに特殊法人をつくるなどで連邦（官）が前

面に出る提案に対しては、議会や国民が強いアレ

ルギーを示すのが分かっているからである。前記

の国民洪水保険プログラム（ＮＦＩＰ＝National

Flood Insurance Program）が、このことを例証して

くれている。健康保険ないし医療保険制度改革の

必要性は認めながらも、国民皆健康保険、公的医

療保険制度導入については、たとえそれが民間主

導のものであったとしても、各界が強い異議を唱

える現実を見れば容易に想像できる。こうした官

がからんだ仕組みはいったんそれを認めると、い

ずれは一般納税者の犠牲による膨大な公的資金の

投入が不可避であり、連邦の財政規律をゆがめる

ことになるのは目に見えているからである。この

辺は、わが国のように政産官学がグルになって官

製の仕組みを増殖させ運転資金が足りなくなれば

増税で片付く、というのとは国民性が異なる。

したがって、国民洪水保険プログラム（ＮＦＩ

Ｐ）を検討するにしても、めざす制度は、｢連邦

（federal）｣ではなく「国民（national）」が主役

でなければならない。しかも、あくまでも民間が

核となり、州が主体的に参加でき、連邦は黒子に

徹する仕組みにしてはじめて実現に一筋の光が見

えてくる。連邦が主導する仕組みでは賛成は得ら

れまい。加えて、租税歳出（税制特例）に傾斜す

るかたちの仕組みでは、租税歳出統制の視角から

の抵抗もある。

いずれにせよ、連邦議会の求めに応じて作成さ

れたＧＡＯの「国民災害保険制度（National cata-

strophe insurance scheme）」に関する報告書は、

現行の水害に特化した国民洪水保険プログラム

See, Robert J. Rhee, 〝Catastrophic Risk and

Governance after Hurricane Katrina: A Postsc-

ript to Terrorism Risk in a Post-9/11 Economy〟,

38 Ariz. St. L.J. 581 （２００６）.

See, John K. Warren, 〝Restoring Responsibility

and Accountability in Disaster Relief〟, 31 Wm.

& Mary Envtl. L. & Pol'y Rev. 893 at 909 （２０

０７）.

２０１１年７月９日に、第１１２回連邦議会へ共和党

ジュディ・ビガート（Judy Biggert）下院議員が提

出した下院１３０９号：２０１１年洪水保険改正法

/Flood Insurance Reform Act of 2011. Availa-

ble at: http://www.gop.gov/bill/112/１/hr1309.
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（ＮＦＩＰ＝National Flood Insurance Program）を

全災害に対応できる総合型の災害保険制度に拡充

することを含め総体的に検証し、いくつかの方策

を示したものである。また、このＧＡＯ報告書

が、わが国の国民健康保険のような官製の保険制

度の確立をねらっているのではないことも分か

る。しかし、現行のＮＦＩＰの私化（privatizing

NFIP）を含めた連邦規模での総合型の民間災害保

険制度の創設を示唆するものなのかどうかは定か

ではない。

５　わが国での災害保険排除問題、国民皆災

害保険制度の是非

わが国でも、東日本大震災以降、大手の損害保

険会社が自動車保険の地震特約や企業向け地震

保険など地震関連の損害保険の新規募集を停止し

た３３。地震関連保険に対する需要は急増している

ものの、保険金支払リスクが大き過ぎることと、

大震災の影響でリスクの一部を転嫁するための掛

ける再保険の料率が上がることが重い要因であ

る。個人向けの居住用の建物と家財（生活用動

産）を対象とした地震保険については、大災害で

民間の保険会社に巨額な保険金支払が生じた場合

には国が保険金支払の一部を補てん（再保険）す

る仕組みがある。これ以外の企業向けの地震保険

などについては国の再保険はない。自動車保険に

ついては、加入者が地震や津波などによる損害に

ついては特約を付ければ補償の対象となる。しか

し、企業向けの地震保険と同様に地震特約付き自

動車保険についても国の再保険はない。損害保険

会社は、民間の再保険には頼れるものの、保険金

支払能力を超える過大なリスクを引き受けるおそ

れもある。市場メカニズムで運営されている民間

損害保険会社が自動車保険の地震特約や企業向け

地震保険の新規募集に慎重になるのは当然であ

る。

（１）財政規律と災害保険排除問題への認識

の欠如

こうした事実からも分かるように、今まさに、

わが国でも、大規模災害が起きた場合にも適用あ

る保険制度の確立に向けて、災害保険排除（catast

rophe insurance exclusion）問題にどのように対応

するのかが問われている。損害保険が被災者に対

するしっかりしたセーフティネットとして機能し

ていないという現実は、災害時の救援さらには復

興対策における政府の財政出動の額を膨らませる

からである。わが国の政治は、こうした負の連鎖

に対する認識に欠けている。負の連鎖を断ち切る

ための具体的策を示す必要性も感じていないよう

にも見える。「緊急」「同情」というキーワード

に踊らされ〝ザルに水を注ぐ〟が如しの財政出動

（直接歳出＋租税歳出）をすれば問題は解決に向

かうという姿勢である。テロや原発事故のような

人災は別としても、自然災害については国民の自

己規律向上意識も政府の財政規律も不在ともいえ

る。さらに、わが国の場合、会計検査院がこうし

た緊急の財政出動の中身を機敏に精査するのが難

しい組織であることもこの問題をより深刻にして

いる。アメリカの連邦政府検査院（ＧＡＯ）３４と

は異なり、政策評価や国会（議会）へ提言もでき

ない組織である。

（２）国民皆災害保険制度の可能性

異論のあることを織り込んだうえで、あえて提

言すれば、強制加入の公的「国民皆災害保険」

（仮称、以下同じ。）を導入するのも一案であ

る。あくまでも民間主導で、地方団体が主体的に

参加でき、国はリスクテイクのための再保険に参

加するなど黒子に徹する国民皆災害保険制度であ

記事「地震関連保険の募集停止」日本経済新聞２０

１１年６月３日朝刊参照。

アメリカのＧＡＯは、議会活動を支援するねらい

で、議会に設置された独立した機関である。ＧＡＯ

の業務は、議員ないし議会の委員会（委員長や野党

長老議員を含む）から検査（review）依頼（諮問）

に基づいて、各政府機関の監査（audits）、施策評

価（プログラム評価／program evaluation）ない

し実績評価（パフォマンス評価／performance eva

luation）を実施し、勧告（諮問・recommendati-

on）を織り込んだ検査報告書（report）の作成を行

うことが中心である。加えて、ＧＡＯは、制定法上

の義務としてあるいは議会委員会報告書による求め

があれば、検査を実施しなければならない。「施策

評価（プログラム評価）」とは、各政府機関の政策

の経済性とか、効率性とかのチェックである。ま

た、議会各種委員会公聴会での証言（testimony）

にも立っている。さらに、ＧＡＯの法制局（Office

of the General Counsel）は、連邦の公金の使途お

よびそれに関連する事項にかかる法的判断や見解表

明を行っている。加えて、立法の補佐などの業務も

こなしている。
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るべきであろう。大規模（激甚）災害は複数の都

道府県に被害が及ぶことが多く、特定の広域災害

を国民全員で支え合うという趣旨からすれば、強制

加入が望ましい。これは、ただ乗り者（free rider）

やモラルハザードを防ぐためでもある。制度化に

あたっては、わが国の現行の個人向け地震保険モ

デルや自賠責保険（自動車損害賠償責任保険）モ

デル、さらには、アメリカの州の実例や連邦での

議論などを参考に構築すればよい。

ちなみに、現行の任意加入の個人向けの地震保

険３５は、地震・噴火またはこれらによる津波を原

因とする火災・損壊・埋没または流失による損害

を補償する地震災害専用の保険である。地震保険

の対象は居住用の建物と家財（生活用動産）であ

る。地震保険は、地震等による被災者の生活の安

定に寄与することを目的として、民間保険会社が

負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害

を国が再保険する構図になっている。国は、再保

険料の受入れ、管理・運用のほか、地震再保険特

別会計を設け、民間のみでは対応できない巨大地

震発生の際に再保険金の支払を行うために区分経

理をしている。なお、地震保険に関しては、２０

０７年１月に、地震災害損失に備えた納税者の自

己規律を向上させるねらいから、従来の損害保険

料控除を改組し、地震保険料控除が創設された。

納税者は、所得税（国税）が最高５０,０００円

（所得税法７７条）、住民税（地方税）が最高２

５,０００円（地方税法３４条、同３１４条の２）

を総所得金額等から控除できる。

一方、現行の強制加入の自賠責保険は、１９５

５年に制定された自動車損害賠償補償法に基づく

強制加入の対人保険制度であり、対物補償制度で

はない。加入を強制することで、交通事故が発生

した場合に被害者は最低限の損害賠償金を受け取

ることができるようにするのが目的である。自賠

責保険は、国が補完する、いわゆる政府保障事業

である。

以上のような既存の保険制度の構造的な特徴

は、国民災害保険の制度を精査する際に参考にな

るのではないか。

国民災害保険では、まず、どのような「災害」

を補償の対象とするのかが問われてくる。この

点、災害対策基本法では、「災害」を「暴風、豪

雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他

の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発

その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類

する政令で定める原因により生ずる被害」と広く

定義している（２条１項）。次に、どの程度の災

害を補償の対象とするのか（適用最低限）も問わ

れてくる。災害対策基本法に基づいて内閣総理大

臣が中央防災会議の意見をきいて政令で指定する

「激甚災害」（激甚災害に対処するための特別の

財政援助等に関する法律２条）を対象とするのも

一案である。この場合、制度の名称は、「国民激

甚災害保険」とするのも一案である。

◎　むすびにかえて～

災害損失に対する自己規律向上の課題と「か

くれた増税」への懸念

国民災害保険が強制加入となれば、この種の保

険料は、国民の税外負担の増加につながる。実質

はいわゆる「かくれた税金（hidden tax）」であり

ながらも、形式的には税金とカウントされない矛

盾がある。したがって、支払保険料は、国民の租

税負担率との兼ね合いにおいて精査が必要であ

る。現行の地震保険料控除を改組して国民災害保

険料も所得控除できるようにすればよい。所得の

ない人には保険料を免除すればよい。強制加入と

なれば、低所得者対策も重い課題となる。働いて

も貧しい人たちの対策をかねて、前記ルイジアナ

州の制度を範として、所得税に「国民災害保険料

に関する還付（給付）型の税額控除」の導入も一

案である。

また、「費用対効果」、すなわち、自己規律に

基づき国民に災害損失に対するどの程度の保険料

負担を求めた場合に、災害時および復興時に政府

が行う財政出動（直接歳出＋租税歳出）の負担が

どの程度削減できるのかのバランス・シートも用意

する必要がある。この場合、現行の雑損控除や災害

減免法などを通じた税制支援（租税歳出）の存在

やあり方についても今一度検討する必要がある。

さらに、とりわけ、国民災害保険制度が国の役

人の天下りの巣くつとなる懸念も強く、役人主導

の政治から乳離れできない国柄では必ずしも正鵠

を射た提案とはいえないかも知れない。したがっ

て、制度導入にあたっては、民間重視、真に「小

さな政府」の視点からの精査が必要である。

財務省「地震保険制度の概要」参照。Available at:

http://www.mof.go.jp/financial_system/earth-

quake_insurance/jisin.htm,
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２
０１１年１１月１２日、医師の団体であ

る神奈川県保険医協会が主催する共通番

号制導入に反対する市民シンポジウム

が、横浜にある神奈川歯科大学付属研修センター

会議室において開催されました。

医師を中心に市民を含め約７０余名が参加し、

２時間半という短い時間ではありましたが、共通

番号制について自己情報のコントロール権との問

題、納税者番号として兼用することの危険性、社

会保障個人会計の危険性など各分野からの報告が

あり、その後座長によるコーディネイトのもと質

疑が行われました。

パネラーは彦坂敏之弁護士（日弁連情報問題対

策委員会・委員）、辻村祥造税理士（プライバシ

ー・インターナショナル・ジャパン副代表）、池

川明医師（神奈川県保険医協会・理事長）であ

り、また座長は水永誠二弁護士（日弁連情報問題

対策委員会・副委員長）そして桑島政臣医師（神

奈川県保険医協会・副理事長）が勤めました。

辻村PIJ副代表は共通番号を納税者番号として
利用することは、この番号が広く民間に公開され

ることを参加者にわかりやすく説明をおこない、

その問題点を指摘しました。

また参加者からは、内外の巨大ＩＴ企業の利

権、そしてその意向を受けた国会議員によって共

通番号の導入が企てられている、との指摘があり

ました。

共通番号・管理社会にＮｏ！

共通番号制の問題を考える
市民シンポジウムｉｎＹＯＫＯＨＡＭＡ



2012.1.1 35

CNNニューズ No.68新刊紹介

こ
の度、カナダの社会学者であるデイヴィッ

ド・ライアン（David Lyon）著『監視スタデ

ィーズ～「見ること」「見られること」の社

会理論』（Surveillance Studies, 2007, Policy Press）の

翻訳本が、岩波書店から出版された。翻訳者は、上智

大学文学部新聞学科の田島泰彦先生（憲法、メディア

法）とジャーナリストの小笠原みどりさん。

《本書の内容》

《コメント》

政府が国民の一挙手一投足を監視する全体主義国家

像、監視国家に関する『古典』として有名なのは、イ

ギリスの作家ジョージ・オーウォーエルが、１９４８

年に出版した、『１９８４年（Nineteen Eighty-Four）』

（邦訳、例えば、高橋和久訳『一九八四年』、ハヤカ

ワｅｐｉ文庫、２００９年）である。

その後、注目された監視社会論の書物は、フランス

の哲学者ミシェル・フーコー（Michel Foucault１９２６

年～１９８４年）が１９７５年に出版した『監獄の誕

生～監視と処罰』（田村俶訳、新潮社、１９９７年）

である。

フーコーは、イギリスの法哲学者、功利主義者のジ

ェレミー・ベンサム（Jeremy Bentham、１７４８年～１

８３２年）が最小限の監視費用で犯罪者の更生を実現

するための装置として唱えた刑務所の囚人監視構造

「パノプティコン」（panopticon／一望監視構造の監

獄）に注目した。

パノプティコン構造の監獄では、収容者の独房には

監視塔に面した窓と、建物の外に向かった窓があるだ

けで、しかも、各独房は仕切りで隔離されている。看

守からは囚人を見渡せても、囚人からは看守を見るこ

とができない。このため、看守がいなくても常時見張

られているという不可視のまなざしを囚人の心に植え

つけ、脱獄をあきらめさせることができるという論理

である。監獄に入れられた人間は常に権力者のまなざ

しにより監視され、従順であることを強要されている

わけである。フーコーは、監獄の実情を検証し、改善

を要求するフーコーの実践活動（監獄情報グループ）

とも結びついた。

フーコーは著書『監獄の誕生～監視と処罰』のなか

で、このようなパノプティコン構造／規律訓練の仕組

みが、監獄のみならず、軍隊、学校、工場、病院など

の閉鎖的空間で広まっていることを指摘したものである。

１９８０年代以降、私たち市民は、地球規模での

「情報社会（information society）」の波に呑み込まれて

いった。今日では、否応なしに、監視カメラ（ＣＣＴ

Ｖ）、国民背番号、ＩＤカード、電子タッグ（ＲＦＩ
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・「菅」が去り、今度は「官」が主役
の野田増税政権が誕生。政権マニフェ

ストって何！すべての説明責任から逃

げまくる野田流の密室政治にはうんざ

りだ。とは言っても、後継政権の姿が

見えてこない。私たち国民が「青い鳥

症候群」なのだろうか？
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Ｄ）、生体認証、位置確認装置（ＧＰＳ）などさまざ

まな電子装置に囲まれ、データ監視されている。ま

た、インターネットや電子メールなどを使いサイバー

スペースに入り込めば、そこでも、クッキーを含むさ

まざまな監視技術、傍受（盗聴）技術を活用した〝デ

ータ監視（dataveillance）〟がまかり通り、歯止めがな

い。檻も看守も監視塔も見えない現代的なパノプティ

コン構造のなかで、まさにあらゆる場所で、「社畜」、

「学畜」、｢国畜｣として、飼われていると言っても過

言ではない。『隠れ場所はどこにもない（No place to

hide）』状態で、「一人にして置かれる権利（right to let

to be alone）」は風前の灯である。

著者であるカナダ・クイーンズ大学であるライアン

教授は、本書『監視スタディーズ』において、こうし

たパノプティコン構造なかで市民が多様な個人データ

をもとに振り分けられ，格付けされる現代の〝監視社

会〟・〝安全国家〟で増殖する監視・管理システム

は，自由や平等をどのように侵食しているかについて

精査している。「見ること」と「見られること」を社

会学，政治学，情報学などの知のネットワークのなか

で理論的・歴史的に跡づけ，現代における監視の倫理

的な意味を問う内容となっている。

本書については、翻訳者である小笠原みどりさんの

「訳者解説：監視を倫理的に問う」、島田泰彦先生の

「訳者解説：日本の監視を考えるために」が、実質的

な〝書評〟となっている。したがって、簡単な内容紹

介にとどめ、素人である本書のコメンテーターは、こ

れ以上の稚拙な言動・解説は控えたい。

本書のコメンテーターを演じている石村耕治は、実

用的な法律学を専攻していることから、社会学、法哲

学、正義論（theories of justice）などの視点から「監

視」問題を精査する力量に欠ける。ただ、法律学の観

点からは、ライアン教授と同じくカナダで活躍されて

いるデービッド・フラハティ博士（David H. Flaherty）

に、早くから学んでいる。フラハティ博士が、ウエス

タンオンタリオ大学教授（現在、同大名誉教授）であ

った頃には、同大を何度か訪問した。また、来日され

たときには、東京税理士会で「背番号制とプライバシ

ー」について講演をいただいた。

同博士は、１９９２年に、ノースカロライナ大学出

版局から出版した『監視社会におけるプライバシー保

護：先進諸国比較』(Protecting Privacy in Surveillance
Societies: The Federal Republic of Germany, Sweden,

France, Canada and the United States)を公にされている。

和訳はないが、〝監視社会（Surveillance Societies）〟と

いう文言を書名に記した学者がいたことについて、そ

の新鮮さはいまだ心に焼き付いている。カナダ・ブリ

テッシュコロンビア州プライバシー・インフォメーシ

ョンコミッショナーを務めた後、現在も健在で、ブリ

テッシュコロンビア州自由人権協会の名誉会員をされ

ている。

紹介者は、ライアン教授やフラハティ博士のような

プライバシー問題の逸材を輩出するカナダの学問風土

に対してきわめて大きな興味をいだいている。

コメンテーターが主宰する「プライバシー・インタ

ーナショナル・ジャパン（PIJ）」は、わが国におい
て、データ監視社会化あるいはデータ監視国家の問題

について、社会的、政治的、法的倫理を問う活動を微

力ながら粛々と続けてきたアドボカシープライバシー

団体（政策提言ＮＧＯ）である。これまで外国の法制

などを積極的に紹介してきた。機関誌『ＣＮＮニュー

ズ』は、ある意味では、ライアン教授の著書『監視ス

タディーズ』の日本版に匹敵するのではないかと妄想

している。もちろん、ライアン教授の著書とは比べも

のにならないほどの粗悪品ではあることも自認してい

る。

翻訳には膨大な時間を要する。同時に常に〝読み手

が主役〟であることを意識して日本語にする必要があ

る。読み手が、原書を片手にする必要がないようなこ

なれた文章にするには訳者のスキルを問われる。本書

は、上等なカナディアン・ウイスキーのようにスムー

スで、流れるように読める。田島泰彦先生と小笠原み

どりさんのコンビで仕上げたこの成果に拍手喝采を送

りたい。是非とも一読されたい。


